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【司会】 

それでは時間になりましたので、これから開始させていただきたいと思います。本日は

国際協力銀行（国際金融等業務）および日本貿易保険における環境社会配慮確認のための

ガイドライン改訂に関する第１回のコンサルテーション会合を、これから開催させていた

だきたいと思います。皆様本日はお忙しい中このようにたくさんの方がお集まりいただき

まして、大変ありがとうございます。私は本日この会合の進行を担当させていただきます、

国際協力銀行総務部の鵜木と申します。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 

最初に私ども JBIC、それから NEXI の参加者を簡単にご紹介させていただきたいと思

います。こちらに座っております。まず JBIC 金融業務部参事役、藤平です。続きまして

同じく JBIC 金融業務部、宵です。JBIC 環境審査室審議役、岡崎です。同じく環境審査

室次長、松田です。環境審査室調査役、藤井です。NEXI から審査部環境グループ長、山

本です。同じく審査部環境グループ調査役、佐藤です。総務部総務グループの調査役、石

川です。当方からの参加者のご紹介は以上です。よろしくお願いいたします。 

 本日の会合ですけれども、先ほど申し上げましたように JBIC の国際金融等業務および

NEXI の環境ガイドラインの改訂プロセスの一環といたしまして開催させていただくもの

です。JBIC の経協業務に関する環境ガイドラインの策定のプロセスにつきましては、ま

た改めまして本行の私どものウェブサイトを通じてご連絡をさせていただくということに

させていただきたいと思っております。 

 本日の会合ですが、まずはじめに私ども JBICおよび NEXIのほうから、今回のコンサ

ルテーション会合開催に至りました経緯につきまして、ご説明をさせていただきたいと思

います。それぞれ 10 分程度で終わらせたいと思っております。続きまして JBIC の国金

等業務の環境ガイドラインの実施状況についての確認結果につきまして、JBIC からご説

明をさせていただくということです。そのあと皆様から質疑応答、あるいはご意見、ご質

問等をいただきたいと思っております。全体で合計３時間程度のスケジュールということ

で予定をさせていただいております。また途中で成り行きに応じまして、10分なり 15分

なりの休憩を挟ませていただくことがあろうかと存じます。 

 それから事前に皆様にご連絡をさせていただきたい点がいくつかございますので、この

場を借りましてお話しさせていただきたいと思います。本会合の議事録につきましては、

逐語にて公開をする予定にしております。皆様ご発言、あるいはご質問をいただくに際し

ましては、冒頭にご所属、あるいはお名前をおっしゃっていただければと思いますが、議
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事録上で匿名を希望される方、あるいは本会合、この場でも匿名のご希望ということであ

れば、最初にその旨おっしゃっていただければと考えております。 

 それからなるべく多くの皆様からご意見、ご発言をちょうだいしたいと思っております

ので、ご発言につきましては極力簡潔にしていただけますように、ご協力をお願いしたい

と思っております。本日の会合ですが、環境ガイドラインの改訂の検討のための場という

ことですので、恐れ入りますが、個別案件に対するご質問というのはご遠慮いただければ

と考えております。 

 もし写真等の撮影をご希望になる方がいらっしゃればのお話ですけれども、これは先ほ

ど申し上げました今日の式次第の中の最初の経緯説明、これから 20 分程度だと思います

が、その間にお済ませいただければと考えております。ご協力をよろしくお願いできれば

と思います。 

 それでは私からは以上にいたしまして、さっそく本日の会合の式次第に入らせていただ

きたいと思います。まずは今回のコンサルテーション会合開催に至りました経緯のご説明

につきまして、JBIC および NEXI からさせていただきたいと思います。まず JBIC から

金融業務部参事役の藤平がご説明を申し上げます。 

 

【国際協力銀行・藤平】 

ただ今ご紹介にあずかりました、金融業務部の藤平と申します。本日はお忙しい中お越

しいただきまして、ありがとうございます。 

 まず最初の議題であります経緯の説明ということですが、すでに私ども今回の会合につ

きましてはホームページで案内をさせていただいております。その第１回の会合の案内と

ともに、さらに今回こういうことをやるに至った、いわば経緯のようなものをその中に書

いてございます。したがいまして 10 分ということですけれども、本会合はできるだけ皆

様方のご意見を伺う場であるということから、私の説明は極力短くさせていただきたいと

思っております。 

 経緯に当たるものですが、ホームページに書かれてある、あるいはお知らせに書かれて

ある内容の繰り返しになるものがほとんどです。現行の環境ガイドラインが施行されたの

が平成 15年 10月１日です。他方、現行の環境ガイドラインの中に、いわゆる定期見直し

クローズというものがございまして、それは段取りとしては三つのステップになります。 

 まず実施状況の確認を行う。一義的には私どものほうで行うということだろうと思いま
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すけれども、実施状況の確認を行って、それを踏まえて５年以内に包括的な検討を行うと

書いてございます。その包括的な検討を行った結果、必要があれば改訂を行うというよう

になっています。いわばそのスリーステップです。現在もう約４年以上経過しておりまし

て、ちょうど５年目というところの応答日が来年の 10 月１日という、たまたまこれは私

どもの組織の再編とぶつかってしまったということです。もう４年以上経過しているわけ

でして、少なくとも実施状況の確認という作業は行わなければいけないだろうということ

で、作業自体はもう始まっております。実際、本日ある程度私どもが取りまとめたものを

皆様方にご説明をいたすということです。 

 いずれにしましてもそういうスリーステップになっておりまして、見直しを行っており

ます。実際問題実施状況の確認を行っておりまして、その結果についてご説明をいたすわ

けですが、必ずしもそれだけが検討のポイントではなくて、言ってみれば世の中の外部環

境が変わってきたと認識しております。やはり４年以上たつと、作った当時は非常に先進

的な内容のものであると自他共にといいますか、認識をしていたところですけれども、４

年以上経過すると少し世の中のほうが先に行った場面もあるということもありまして、こ

の際、改訂を視野に入れて見直しを行っていくべきであろうというのが、本当に偽らざる

ところ、最大の要因です。 

 同じく見直しクローズの中にもし改訂をするのであれば、透明性を高く、あるいは透明

性を確保して行うと書いてございます。この確保のやり方はいろいろあると思っておりま

すが、今回私どもとしてはこのように参加者の方々をオープンにする形での、いわばコン

サルテーション会合のようなやり方をしてまいりたいと考えております。もちろんこれ以

外にもやり方があるということは承知しております。皆様方全員からご支持が得られない

ということであれば、これはやり方そのものも考えなければいけないのかとは思っており

ますが、私どもとしては過去にいろいろな例におきましてこのコンサルテーションという

やり方もしておりますし、それなりに実績も上げてきていると考えておりますので、今回

はこのやり方でやらせていただけないかと考えている次第です。 

 もう一つのコンサルテーションと言っているところの話の根拠としては、これは私ども

にとってみては定期見直しである。一度ガイドラインとしてのベースがすでにあるという

ことなので、一から作り上げるものではないということも、このコンサルテーション方式

ということを考えている理由の一つかと申し上げられます。 

 それからお隣にいらっしゃいます、今回はじめての試みになりますけれども、日本貿易
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保険さんと一緒にこのコンサルテーションプロセスを歩ませていただこうと考えておりま

す。言わずと知れた私ども両機関は、日本企業さんの海外ビジネスサポートというものを

行う金融機関であるということで、内々相互にお話を申し上げて、それでは一緒にやりま

しょうということになった次第です。 

 最後に今回の第１回のコンサルテーションというものは、将来の改訂というものを視野

に入れてということですけれど、事実上改訂をしていくということの第１回というか、キ

ックオフという位置づけで考えていただいて結構ですし、私どももそう思っております。

ホームページにも書いてございますけれども、スケジュール感も何もない形でやるのはい

かがなものかというところがあるでしょうから、一応目標としては先ほど冒頭で申し上げ

ましたとおり、いみじくも来年の 10 月が組織再編ということのタイミングをぶつかって

しまったわけですけれども、一応そういったところを目標に改訂できればと考えておりま

す。 

 このコンサルテーションフォーラムというものを基本的には皆様方、ステークホルダー

の方々とのメインのやりとりとさせていただいて、ここで改訂をするということであれば、

いずれにその改訂の案文についてここで議論をしていただくことになります。何回かのタ

イミングでは、あるいは最終的にはそこである程度の成案というものを見て、その上でパ

ブリックコメントとか必要な手続きをした上で、私どもの機関決定。それが来年の 10 月

に間に合えば理想的であるということです。 

 私からは経緯につきましては以上です。ご質問があるかと思いますけれども、時間の関

係もありますので、私の説明は以上でとりあえず終わらせていただきます。 

 

【司会】 

続きまして、NEXIから同様にその経緯につきましてご説明をお願いしたいと思います。 

 

【日本貿易保険・山本】 

今日はたくさんの方お集まりいただきまして、まことにありがとうございます。すでに

いま藤平さんからもお話がございまして、似たような話で恐縮でございます。私どももす

でにホームページ等でご案内のように、JBIC 様と同じタイミングで環境ガイドラインの

見直しということにつきまして検討しようということで、このようなコンサルテーション

会合を共同で開催をさせていただくというように考えている次第です。 

 4



 JBIC さんのほうでガイドラインの見直しについては、定期的な見直し条項があるとい

うお話がございましたけれども、私ども NEXIのほうでは５年というような具体的な年数

を定めた期限は特にございません。私どものガイドラインの規定の中では OECDのコモン

アプローチの改訂の関係ですとか、あるいはガイドラインの実施状況などさまざまな機会

をとらえて、そういうことを勘案しつつ必要があるときには見直しを行おうということに

なっている次第です。 

 したがいまして、確かに現行のガイドラインが施行されてから４年もたっているという

ことで、この間、国際的にも非常に環境への関心などが高まってきていることは事実です。

また実際にいろいろ個別のプロジェクトというか案件で、JBIC さんと協調でやっていく

というような場面もございまして、内容的に非常に整合したガイドラインというものをお

互い持っているわけです。これについて、今回 JBIC さんのほうで改訂についての検討を

始められるということなので、私どももこの機会をとらえてこれを必要と認めて、検討を

していこうと考えている次第です。 

 先ほども申しましたように、日本における輸出信用機関ということで銀行業、あるいは

保険業という業態の違いはありますけれども、２つの ECA が存在しているということで

すので、それぞれの役割を果たしていくという中におきましては、お互いのガイドライン

が違ったものになってしまうということでは、ご利用いただく方々に逆にご迷惑になって

しまい、これ自体が望ましいことではないと思っております。逆に改訂作業をこれからや

っていく中にあって、コンサルテーションを実施するということであれば、これも共同で

やることによって関係者の皆様に対してもメリットが大きいのではないかと私どもも考え

ているということで、今回共同でのコンサルテーションを実施していきたいと考えている

次第です。 

 繰り返しですが検討のプロセスといたしましては、私どもも透明性を確保するという観

点では十分に行うべきだと思っております。そういう意味で今日お集まりの方々も含めて

より広く、より多くの関係者の方々のご意見を伺うという意味での、いわゆるオープン参

加型のコンサルテーションというものが適切ではないかと私どもも考えている次第です。 

 そういうことでこういう場をお借りして、皆様から有意義なお話を伺い、ご意見を交換

させていただいて、よりよい改訂に向けて作業が進められればと思っておりますので、ど

うぞ皆様、よろしくお願いしたいと思います。私からは以上です。 
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【司会】 

 それでは JBICおよび NEXIからの経緯や背景の説明はこれで終わらせていただきます。

続きまして JBIC の国際金融等業務から環境ガイドラインの実施状況についての確認の結

果につきまして、説明をさせていただきたいと思います。それでは JBIC、よろしくお願

いします。 

 

【国際協力銀行・藤平】 

 引き続きまして、私からお話をさせていただきます。30分程度ということなのかもしれ

ませんけれども、できるだけ短くさせていただきたいと思っています。皆様方には私ども

のカバーページに「報告書」と書いてあるものをお渡ししてあります。事前に皆様方にお

示しできなかったことは、まことに申し訳ないと思っております。実際問題本音のところ、

私どもこの作成作業は今朝までやっていたようなところがございまして、お配りできる状

態になかったというのも事実です。そこはお許しいただければと。 

 他方、結果的にこの報告書自体は 40 ページ近いものになるわけですけれども、これに

つきまして詳細にご説明申し上げようと思うと、とても 30～40 分では時間が足らないと

思っております。そこをどうするのかということを私ども JBICの中でも相当悩みました。

もちろんそういう意味では、これでこの報告内容はクローズですとか、おしまいですとか、

ご意見を一切お聞きしませんということをさらさら申し上げるつもりはございませんので、

今回はご趣旨、ポイントを説明させていただいて、持ち帰り、お読みになった方がいらっ

しゃったら、ぜひそうしていただきたいです。追ってでも何かご意見ということがあれば、

それはぜひお寄せいただきたいと思っております。 

 まずその前置きを申し上げた上で、その報告書の説明に入りたいと思っております。１

ページめくっていただきまして、まず目次に当るところが非常に大きなところになります。

調査の目的、内容、それから概要というところがございますが、ポイントになるのは４．、

５．のところです。今回二つの Phaseに分けて調査を行いました。一つは環境ガイドライ

ンの実施状況の調査です。その下に 4.1 とか 4.2 とか、さらにブレイクダウンというもの

があるわけです。 

 これは基本的に私どもの現行の環境ガイドラインで詰めていくべき項目ごとに並んであ

りまして、それが実際の案件をハンドリングしていくに当たって、ちゃんとできていたか

できていないかという視点で調査を行ったものでございます。もちろんこの報告書では個
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別案件の情報までお出しするのは差し控えますけれども、ある程度の傾向といったものは

お示しできている内容ではないかと思っております。 

 もう一つ「環境レビューの実施状況」、５．です。これは Phase 2 ですけれども、これ

につきましてはもちろんこれもその調査は個別案件、さらには環境にセンシティブと言わ

れるカテゴリ A の案件です。これは都合 30 件あったわけですけれども、これについては

全件調査をいたしました。そのカテゴリ A案件に関して環境への影響、ネガティブな影響

も含めた影響、それに対してどう実施主体に対応してもらったか、あるいはもらうことに

しているのかということを確認した内容を取りまとめたものです。 

 次にまいりまして、いきなり結論になってしまうわけです。先に結論を申し上げた上で

各論に入りたいという趣旨です。２ページ、「調査結果の概要」です。これは Phase 1、

Phase 2それぞれについてのエッセンスをまとめたものです。結論から申し上げますと、

これは甘いというご指摘があるかもしれませんが、私どものリサーチにおいては概ね環境

ガイドラインに沿った案件の形成なりというものができていたということ。これは Phase 

1です。 

 Phase 2においても私どもの環境ガイドラインがあったがゆえに、実施主体において必

要な環境、社会配慮というものを行って案件形成がされている。さらには例えば２ページ

のいちばん下のところから３ページにかけてのところですけれども、「また」と書いてあり

ます。現地法制度上、環境アセスメントの実施を義務付けられていない場合においても、

事業者が自主的に EIAや情報公開を実施した事例等がある。つまり先ほど申し上げました、

私どもの環境ガイドラインがあったがゆえに実施主体のほうで、相手国政府との関係でい

けば、あるいは法制上との関係ではやらなくてもいいことまでやった。結果、環境社会配

慮がよりできたと言える事例もあると考えている次第です。 

 ２ページのところの Phase 1のもう少し各論のところでいきますと、先ほど目次のとこ

ろで申し上げましたいくつかの環境ガイドラインに沿っての確認項目という、やらなけれ

ばいけない項目があるわけですけれども、スクリーニングとか、あるいはカテゴリ分類、

環境レビューにつきましては適切に実施されているということが確認されております。２

ページのパラグラフ２番目です。 

 ただ一部の案件については、スクリーニングフォームへの記入漏れというものがありま

した。これは非常にお恥ずかしい話です。そういうものがございましたけれども、ほぼす

べての案件において適切に実施されていたと言えます。各論についてはあとで申し上げま
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すのでそこで。今はまとめの話です。 

 情報公開の点においても、ほぼすべての案件において適切にできていたと私どもは判断

しております。ただ情報公開しておりながら、これは技術的な話ですけれども一部の案件

で情報公開をして、これはある程度情報公開している内容も、例えば融資を行う前までに

公開するということになっているものと、永続的に公開するものなどあるわけです。その

前者のケースにおいても、必要なくなったというタイミングでウェブからは消しているわ

けですけれども、その履歴が残っていないので、あとで見たときに本当に掲載したのかど

うか分からなかったという、少しこれもお恥ずかしいような話がございました。結果ヒア

リングということをいたしましたけれども、ヒアリングにおいてちゃんとやられていると

いうのは確認してございます。 

 それからよくある環境ガイドラインの要求事項の意思決定とか、あるいは融資契約への

反映。これは環境ガイドライン上は「原則として」とか、さらには「最大限それを盛り込

むように努力する」というような書き方になっているわけです。これについても私どもな

りの評価としては適切に実施されていたと言えるかと思っております。ただ案件の特性に

よって少しそういうクローズが馴染まないとか、あるいは借入人が政府そのものであった

り、それからもちろんその交渉の過程において必ずしも入れきらなかったなど、そういっ

たものはございます。しかし概ねこれも実施されていたという判断をしております。さら

には、モニタリングはここに書いてございますように、カテゴリ A、Bともに適切に実施

されていたという判断をしております。 

 これだけ見ると「何だ、改訂するポイントはないじゃないか」みたいな印象を持たれる

かもしれませんが、私どもはもちろんこの調査結果はこの調査結果。しかもこれは JBIC

が自分で見た調査結果である。これでもって改訂をしませんというつもりはありませんし、

実際問題、私どもの先ほど冒頭の経緯のところでご説明しましたけれども、世の中進んで

きたところがあります。 

 例えば私どもの環境ガイドラインを制定したときには、必ずしもまだなかった IFCのパ

フォーマンス・スタンダードという概念。これがいま世の中の官民合わせた金融において

のデファクトスタンダードに、一部の分野においてなっていると思っています。そういう

ものが出てきた。さらには今年の６月に OECDのコモンアプローチというものが改訂され

て、OECDのほうでもありていに申し上げるとレベルアップした。 

 その改訂前のレベルは、それこそ私どもとか NEXIさんの持っておられる環境ガイドラ
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インのレベルのほうが高かったわけです。もちろんこれについても一部のステークホルダ

ーの方から、日本だけ高いハードルにするのではなくて、ほかのハードルも上げるように

というご指摘がありまして、私どももそれに沿って交渉等をやってきたと思っております。

そういう意味では全般的に言えば OECDのほかのところの、いわばコモンアプローチその

もののレベルが私どものほうにかなり近づく形で上がってきた。 

 ただ１つとか２つとか分かりませんけれど、いくつかの点において少し私どものガイド

ラインを超えたかと思えるような分野もないわけではない。例えば原発というのは今の私

どもの環境ガイドラインの中においては、センシティブなセクターというようには必ずし

も位置づけておりません。特筆する形で位置づけておりません。他方 OECDのコモンアプ

ローチでは、これをセンシティブセクターの１つとして明示しているということです。実

務上どれだけ差があるかというのは別問題ですけれども、そういうことが起こっている。

こういうことを１つの、あるいは２つの例といたしまして、私どももやはりこれは改訂に

向けて舵を切るべきであろうと思ったということです。 

 少し話が横にそれました。概要ということでいきますと、いま申し上げた２ページから

３ページにかけて書いてあること、私が読み上げました内容というものがポイントです。

若干ブレイクダウンという意味で各論のほうに入ってまいりたいと思います。 

 まず３ページから「スクリーニングの実施状況」というところに入ってまいります。こ

れにつきましては、日付の記入ミスというものはありましたけれども、これはほぼ 100パ

ーセントできているということなので、飛ばしてまいりたいと思います。７ページのほう

に行っていただきまして、次は「カテゴリ分類の実施状況」、カテゴリ Aとか Bとか Cと

か FIなどに分けるというステップです。 

 これについても例えば８ページ。「調査結果」というところの①でカテゴリ分類連絡日付

と、日付が打っているか、打っていないかという非常にプリミティブな話ですけれども、

ここら辺もちゃんとできているという話。さらにはポイントとなります「カテゴリ分類の

根拠の記載」というところについて、根拠の記載というよりかは、ちゃんと根拠に基づい

てカテゴリ分類がしかるべくできているかということです。自己評価としてはすべての案

件についてきちっとやっていると判断しているところです。 

 次にまいりまして 10 ページ。今度は 4.2.3「環境レビューの実施状況」。環境レビュー

というのはカテゴリ分類をしたあと、環境センシティブな案件、例えばカテゴリ Aとかカ

テゴリ Bといったものに対して、実際にこれが環境配慮上、社会配慮上問題ないかどうか
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ということを確認するステップです。そういう意味では私どもが融資を行う、行わないと

いうことを決定するに当たっての重要なプロセスの一つということになるわけです。 

 これにつきましては、調査結果は 11 ページの下のところからあります。当然環境レビ

ューはちゃんとやっているということですけれど、②のところ、環境カテゴリ A案件にお

ける EIA の作成状況というのもここでチェックしております。ここの中でカテゴリ A 案

件は全部で 30 件になるわけですけれども、そのうちの 27 件において EIA が作成される

ということが確認されております。かつ残りの３件については、現地法制上は求められて

いないわけですけれども、自主的に EIAを作成したというような、まさしくこの環境ガイ

ドラインがあったがゆえに、環境社会配慮をよりすることができるようになった案件とい

うものがあるということを申し上げたいと思っています。 

 それから次のページ。「カテゴリ A 案件における住民移転に係る基本計画等の有無」と

いうものがございます。これは、カテゴリ A 案件は 30 件でしたけれども、そのうち住民

移転を生じる案件は４件であった。そのうち３件は基本計画が提出されて、１件について

は、基本計画そのものは提出されていないわけですけれども、例えばその移転の責任主体

が誰かとか、土地所有者とか利用者は誰かとか、移転に対する同意のプロセスがどうとら

えているかどうかとか、補償がちゃんとされているかというような必要事項というものは

確認した上で、これは問題ないだろうというような判断をしている案件もございます。 

 続きまして「情報公開」。4.2.4 で 13 ページにまいります。情報公開というのは私ども

がやるべき情報公開ということです。どんなことをやらなければいけないかということを、

若干おさらいぎみに申し上げますと、13ページの中段から上のところに環境ガイドライン

上どう書いてあるのかというところがございます。少し色がかかっているところです。 

本行は、融資等に係る意思決定を行うに先立ち、原則として以下の内容を公開するべき

である。スクリーニングを終了した場合には、できるだけ速やかにそのプロジェクトの名

前等々を公開する。さらにはこれから申し上げるところがポイントのもう１つです。カテ

ゴリ A、カテゴリ Bのプロジェクトについては、環境アセスメント、EIAを含む主要な文

書の入手状況を本行ウェブサイト上に掲載するとともに、環境アセスメント報告書等をす

みやかに公開するというようなところがございます。 

 もちろんその融資の契約を締結したあとにも、私どもが行った環境レビューの結果を公

開するというようなこともこの中に入ってございます。その中をどういうようにやったか

ということですが、次の 14ページになります。 
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 まず調査結果の①の、「『現在融資検討中のプロジェクトでカテゴリ分類が終了したもの』

の掲載の有無」。カテゴリ分類が終了したものがちゃんと掲載されていたかどうかというこ

とですけれど、これは全案件できている。ただ、先ほど申しましたように、この情報とい

うのは融資を決定する前までに公開しておけばいいというか、そのあとはむしろ環境レビ

ューの結果になるので、今や融資の承諾をしてしまった案件に関してはウェブ上公開して

いないわけですけれども、その履歴が取れていなかったので、公開したかどうかというの

が物理的には必ずしもちゃんと確認はできていなかった。それについてはヒアリングで確

認をいたしましたが、これは一応ちゃんとできていたというように思っております。 

 14 ページ②、「カテゴリ A/B 案件における主要な文書の入手状況」。これは一つのポイ

ントだと思います。カテゴリ案件については全件 OKです。そもそもカテゴリ Bの案件に

ついては、EIAなどの入手というのは必ずしも義務ではありません。しかしカテゴリ B案

件は今回調査したものは全部で 14件あったわけですが、そのうちの７件は EIA等の主要

文書を入手しております。 

 入手したのだったら、本来はそれを先ほど申し上げたルールに則って公開をするという

ことになりますけれども、その公開が若干手落ちっぽい話がございました。それが 14 ペ

ージのいちばん下のところに書いてあるわけです。他方これはウェブのほうへの公開の話

であり、私ども一方で広報センターというものがございましたものですから、こちらにEIA

などを公開していたわけです。こちらについては全件カテゴリ A、Bともに入手したもの

についてはちゃんと公開していたということです。 

 続きまして 16ページ、今度はカテゴリ A/B/FIについての先ほど申しました環境チェッ

クレポートです。私どもがレビューを行ったあとのチェックレポートですけれども、これ

につきましては結論から申し上げると、現時点ではちゃんとできております。カテゴリ B

のところで 14件中 13件というものがありまして、１件漏れた形になっております。調査

した時点が前でしたが、現時点ではその残りの１件もちゃんと掲載してございますので、

問題はないと思っています。 

 以上が情報公開でして、次が意思決定、さらには融資契約への反映のところです。これ

もどういう規定になっているのかというものを、簡単におさらいしたいと思います。16ペ

ージのいちばん下のところです。環境ガイドラインの規定ですが、これは「借入人等が環

境社会配慮を確実に実施するために必要と考えられる場合」。これは JBICが必要と考える

場合。その場合には融資契約等々に以下の内容を確保するよう、「最大限努力する」とある。 
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 この最大限努力するというのは、当時これを作った人の見解というのは少し違うかもし

れませんけれども、１つの要素としてはこれは交渉事の話というところもあるものですか

ら。もちろん借入人とか案件の特性によって、下に掲げる内容がすべて満たさなければい

けないというものが適切ではないというように判断されるケースもあるだろうということ

もあって最大限と。どちらかというと交渉などという話の要素のほうが強いのかと思って

いますけれども、最大限努力するというクローズになっている。 

 具体的にはというと、全部で４つのポイントです。１つはモニタリングをした内容を報

告してくださいという話。それからステークホルダーとの協議が必要な場合には、それを

行ってくださいという話。それから必要な場合には実施主体、あるいは相手国政府と必要

な取り決めを行ってくださいという話。いちばん最後はもし環境社会配慮ができていない

のであれば、場合によっては融資を止めますというようなクローズということです。 

 これにつきましては、結果は 17 ページに書いてございます。これも概ね問題ないとい

う結論になっております。カテゴリ A、Bともにモニタリング等の報告義務は問題なく、

カテゴリCは一部案件の特性などがありまして規定できていないところもありますけれど、

それは大した問題ではないだろうと。 

 ステークホルダーとの協議の実施のところにおいては、例えばカテゴリ A案件について

は 30件中 25件が融資契約上規定されておりますけれど、残りの５件についても言い方の

問題ではありますけれども、JBIC の環境ガイドラインを遵守しますとか、世界銀行の要

求事項を遵守しますとか、現地基準を遵守しますというような内容で、代替的に書かれて

いる内容がある。ちなみに現地基準と書いてあるこの１件については、現地基準上もステ

ークホルダーとの協議を実施するということが義務づけられているものです。 

 このように見ていただきまして、例えば次のページの 18 ページ。今度は実施主体との

取り決めのところですけれども、典型的なところでいきますとカテゴリ Aの案件です。こ

れは 30件中 24件で問題なくできていますし、ほかのところもそれなりの表現で入ってい

る。 

 続いて 18ページのいちばん下の、「環境に関する契約事項に違反した場合の貸付停止等

の実施」。カテゴリ A案件を見ていただきますと、30件中 29件というようになっている。

このようにかなり高いレベルで融資契約の中に規定をされている。最大限努力するという

ところに対して、最大限努力している結果ではないかと思っております。 

 次に 20 ページにまいります。今度は「モニタリングの実施状況」です。モニタリング
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については環境ガイドライン上どういう規定になっているかといいますと、真ん中のとこ

ろですけれども、「本行は原則として、カテゴリ A及びカテゴリ Bのプロジェクトについ

ては、一定期間、プロジェクト実施主体者によるモニタリング内の重要な環境影響項目に

つき、借入人を通じ、モニタリング結果の確認を行う」。いくつかキーワードが散りばめら

れています。「原則として」「カテゴリ A、Bのプロジェクトについて」「一定期間」「重要

な環境影響項目につき」「借入人を通じ」「モニタリング結果の確認を行う」。 

 これにつきましては調査結果の冒頭で申し上げたような話なので、これも別に問題があ

るという結果にはなってございません。カテゴリ A案件を見ていただきますと、すべての

カテゴリ A案件においてモニタリングの実施が予定されておりますし、30件中 18件につ

いてはすでにモニタリングレポートを受領しております。残りの 12 件については、融資

契約の中で規定しているわけですけれども、適切な時期にレポートを受領する。それは完

工前の案件のものについてはまだ受領しなくていい、あるいは求めていない。これはどう

いう意味かというと、完工前の段階では、まだ先ほどのキーワードの中の一つの重要な環

境影響項目というものが、まだ完工前は起こっていない。こういうように判断される案件

ということです。カテ Bも似たような傾向です。以上が Phase 1です。 

 続いて Phase 2のほうです。それからごめんなさい、私の説明で飛ばしてしまったとこ

ろがあります。Phase 1につきましては全体で…、少し戻っていただいて３ページですけ

れども、どういうものを調査の対象にしたのかというところを飛ばしてしまって申し訳な

いです。３ページのところの 4.1の「Phase 1調査対象プロジェクト」とあります。 

 これは 2003年 10月以降から今年の３月末までに承諾された、JBICの出融資案件、全

体で 615件ありますが、615件の全件はコスト、マンパワーの関係もありまして調査して

おりませんが、ある程度傾向が分析できるだろうという統計学的なアプローチというもの

も勘案いたしまして、最終的には 85 件を取り上げることにしました。具体的には真ん中

のところに表が書いてございます。カテゴリ Aについては全件、30件です。カテゴリ B、

C、FIのものについては、先ほど申しました統計学的アプローチも勘案して、これだけ無

作為に抽出をしたということです。 

 戻っていただきまして Phase 2 のほうですけれども、これは 22 ページです。Phase 2

の調査に関しましては、カテゴリ A案件だけに絞りましたけれども、これについては全件

30件調査をしております。22ページのところに表 5-1、5-2とありまして、それぞれの実

施国とかセクター別などの内訳を参考までに書いてございます。 
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 ポイントとなりますのはそのあとですけれども 23 ページ。影響項目ごとの分析を行い

ました。まず汚染対策、さらには中段のところ、大気汚染です。これについてどういう構

成でやっているか。これはほかのところも同じですけれども、まず全体の傾向というもの

を見ております。この 5.1.1.1 の大気汚染の下に「全体傾向」と書いてありますけれども

全体傾向というものがあって、全体傾向の中身も実際に該当する案件というのは何か。そ

れが現地基準との関係でどうか。さらには国際基準との比較がどうかというようなことで

やっております。 

 次の 24ページをご覧いただきますと、「留意事項・対応状況」ということで、個別案件

の顔までさすがにお出しはできないものの、セクターというようなくくりである程度まと

める一方、かなり詳細な情報までここで記載して皆様方の閲覧に供するということで、こ

こまで書いたものです。通常の私どもの環境チェックリストといわれるものでは、ここま

でたぶん出していないものです。 

 ただセクターごとの傾向というものは必ずしもありませんで、結果的にセクターごとで

少しまとめたというような程度です。見方としては例えば「石油ガス開発（７件中４件）」

とありますけれども、この７件というのは全体で７件カテゴリ Aの案件がある中、４件が

留意事項というところで留意をしなければいけない特別な案件かと。それに対してどう対

応したのかというが右の対応状況ということです。 

 その内容も踏まえて全体の傾向というものを分析したものが、その前の 23 ページとい

うことになります。１）大気汚染のところは例ということなので、ここについて少し解説

いたします。カテゴリ案件のうち大気汚染というものをケアしなければいけなかったのが

28件。残りの２件は関係ない案件。 

 ２）現地排出基準等の遵守状況ですが、28件のうち 21件がクリア。残りの７件はそも

そもネイチャーとして基準というものがない。あるいは適用外であるということ。ただし

それについては国際的基準との比較を私どもが行った上で、これが適切であるというよう

な確認をしているということです。 

 「国際基準との比較」、28件のうち 24件が国際基準を下回り、残りの４件については排

ガスの計画値は現地基準満足。ただし一部の項目について国際基準を若干上回るけれども、

大気拡散予測値というものについては基準を下回るので OKであるということです。 

 こういうような格好で次の水質汚染とか、それの次には騒音とか。25ページが「水質汚

染」、26 ページが「騒音」、27 ページが「廃棄物」。28 ページは「自然環境」という大項
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目の下に、「保護区」です。29 ページは「生態系」への影響。貴重種の生息とか、そうい

った観点です。さらには 33 ページに行って、今度は「社会環境」の中の「住民移転」で

す。34ページにまいって「少数民族・先住民族」、そのあとの 35ページ「文化遺産」とつ

ながっていくわけですけれども、33 ページ、「住民移転」のところは一つのポイントにな

ると思います。 

 この住民移転のところ。まず環境ガイドラインにおいてはどういう書き方になっている

のかがポイントです。私なりに思うキーワードは、「影響を受ける者に対しては十分な補償

及び支援が、プロジェクト実施主体者等により適切な時期に与えられなければならない」。

さらには第２パラグラフで「プロジェクト実施主体者等は」とあって、「生活水準において

改善または少なくとも回復できるように努めなければならない」。ここら辺がポイントにな

るかと思います。 

 これについてどういうことだったか。全体傾向ですけれども、カテゴリ A 案件全体で

30件のうち住民移転という案件は６件だった。結論から申し上げると、この６件について

はきちんとできていたという評価です。それについては真ん中から下のところに、留意事

項、対応状況ということで、個別案件の顔まで見えていないところでは分かりにくいかも

しれませんし、そういう恨みはないわけではないと思いますけれども、33 ページから 34

ページにかけて対応状況というところで書いてある。これを私どもとして確認をして妥当

であるという判断をしたということです。 

 34 ページ「少数民族・先住民族」。これについても結論から申し上げると問題ないとい

うことですけれども、ここら辺の項目に引っかかるかというものは２件だった。それにつ

いても適切な対応が取られていると判断したということです。 

 35 ページですが「文化遺産」。これも真ん中の「全体傾向」というところをご覧いただ

ければと思います。30件のうち４件が該当案件で、これについては適切な対応が取られて

いるという判断です。 

 続いて 36ページ。「モニタリング」ですが、これについて先ほどのモニタリングと少し

だぶるところもあるかもしれないです。モニタリングは当然やるということですけれども、

２）のモニタリング計画の策定状況、全 30 件のうち２件については環境レビュー当時で

はまだ、詳細は未定でしたけれども、そのあとに確定して、その上で融資を行っていると

いうことです。 

 それから「許認可」、37 ページ。ここら辺はほぼ問題なくできているということかと思
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います。 

 38 ページ、「地域住民への説明」ということです。こちらについても結論から申し上げ

ると、ちゃんとできているというような評価です。38ページの「EIAの公開状況」という

ところですけれども、これのポイントになります 39 ページ、本調査対象のカテゴリ A 案

件（30件）のうち、19件は現地法制度に基づいて EIAが公開、または公開される計画で

ある。残り 11 件はどうなっているのだという話ですけれども、８件は現地法制上は情報

公開は義務づけられていないわけですが、JBIC 環境ガイドラインがあるということから

自主的に公開している。これも私どもの環境ガイドラインがあるがゆえにという話だと思

っています。 

 ただ残りの３件は EIAが公開されていないということでして、EIAはあるわけですけれ

どもこれは公開されていないというのは、現地の法制上公開するなということになってい

る関係で、公開をしていないということです。これは、私どもはその中身についてはちゃ

んとレビューをした上で、OKという評価を出しているものです。 

 かなり駆け足になってしまったところがあるわけですけれども、冒頭申し上げました２

ページにサムアップされておりますように、Phase 1、Phase 2 ともに私どもが調査をい

たしましたけれども、概ね問題なくできているという評価です。 

 では先ほど申しましたように、それだけだと直ちに何を改訂するのだというようなお話

になるかもしれませんが、先ほど申しました外部環境の変化というものがあるということ。

それからもちろんこの実施状況の確認というのは、私どもが私どもの視点でやっているも

のですから、この点においてもほかの方々からのご意見があるし、そこから将来の改訂と

いうもののポイントが出てくるかもしれません。そういう内容もありますものですから、

改訂に向けての舵を切るということです。 

 私どもの考えておりますこと。先ほど申しましたように、この実施状況の確認の報告書

そのものというのはこれでファイナルとか、これでセットですとか、そういうつもりでは

ございませんけれども、もうすでに改訂に向けての舵を切るというような観点もあります。

それから一部ステークホルダーの方から改訂に向けた提言というものもいただいていると

いう観点から、私どもは改訂をするという観点では同じ船に乗っているということです。 

 したがいまして、可能であれば次回に改訂のドラフトというものを私どものほうで用意

いたしまして、たたき台として皆様方にご提示申し上げたいと思っています。これはどの

タイミングでできるかということではありますけれども、事前に皆様方にご覧に入れて、

 16



その上で次回の会合で議論をいただくというようにしたいと考えております。もちろんこ

の作業そのものは NEXIさんと一緒ということです。 

 できるだけ短くやろうと思いましたけれども、結局当初の時間の予定の２時半近くにな

ってしまいました。私の説明はとりあえず以上で終わらせていただきます。 

 

【司会】 

 本日の会合におきまして、JBIC および NEXI からご説明をする話題につきましては、

以上で終了ということです。これから皆様方から広くご意見、ご質問等をいただければと

思っております。先ほど冒頭に説明がありました今回のコンサルテーション会合に至った

経緯ですとか、あるいは今お話がありました今後どういうような形で、何を考えどういう

ような形でやろうとしているのか。そういうようなことについてももちろん結構です。 

 また実施状況確認調査につきましては本日初めてご覧になるものですので、中身につき

ましてまだそれほどしっかり読んでおられないということでしょうから、これは今お話が

ありましたように、もちろんまた後日ご意見、ご質問等をお受けするということです。も

ちろんこれについてもご意見、ご質問等をいただければと思います。 

 ということで、ご意見、ご質問等がおありになる方は挙手をお願いできればと思います。

先ほども申し上げましたように挙手していただけましたら、マイクロフォンをお手元にお

届けいたしますので、それでお願いできればと思います。先ほど申し上げましたように、

ご所属とお名前をおっしゃっていただける方はおっしゃっていただければと思いますし、

そうでないという方がいらっしゃればその旨冒頭におっしゃっていただければと思います。

これも繰り返しになりますけれども、なるべく簡潔なご発言をお願いできればと思ってい

る次第です。それではご意見、ご質問等おありになる方がいらっしゃいましたら、どうぞ。 

 

【東京工業大学・原科さん】 

 簡潔に説明したいと思いまして資料を用意いたしました。ちょっとご覧いただきたい。

２つございます。１つは『国際開発ジャーナル』という雑誌のコピーです。2002年２月号

です。 

 今ガイドラインをご説明いただきまして、大変素晴らしいパフォーマンスというような

印象を受けました。ただ内部評価なので表から見るとまた評価は少し違うかもしれません

が、概ねそういう点ではガイドラインのとおりやっていただいたように思います。 
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 私はこのガイドラインを作るときの研究会のメンバーを務めました。そのときは議長を

つくらなかったのですが、実質的にはこれに出ておりますように、銀行の前田さんと私が

共同議長みたいな感じで進めてまいりました。そのあと 2001 年９月に研究会レポートを

出しまして、その後このように今のような素晴らしいガイドラインを作られたわけです。

その段階では中身が固まりましたのでフォローアップ委員会をつくりまして、その委員会

の委員長をやっておりました。ですからガイドラインはしっかりいいものをつくっていた

だきたいということで、ずっと議論を続けてまいりました。 

 そういう研究会、フォローアップ委員会の関係をこの最初のページに書いてございます

けれども、そのときのメンバーの座談会がこのように紹介されました。これはメンバーを

見ていただくと分かりますように、前田さんというのは銀行の責任者の方です。私はこの

分野の研究者ですが、あとは当時は環境庁の大村さんという方。開いていくと顔写真入り

でお名前が出ております。それから NGOの松本郁子さん。地球の友ジャパン、今は FoE 

Japanということになりましたけれども、こういった４名で議論いたしました。 

 ただいま藤平さんからご説明がありましたように、大変透明性の高いプロセスを持つべ

きだということで、今回もこのようなパブリックコンサルテーションを持っていただいた

わけです。それは大変我々の議論を踏まえたその延長で、いいパフォーマンスと思います。 

 ただ難しいのは改訂する場合に、今 100人以上お集まりですから、公開で議論するとな

かなか先へ進まないという、その恨みがございます。通常はこういう場合にはある程度代

表者を決めて、しかしそれはプロセスを公開にすることによって議論を深めていく。こん

な方式が採られますので、そんなようなことをぜひお考えいただきたいと思います。 

 それは先ほど藤平さんも最初におっしゃった、こういうパブリックコンサルテーション

の形式を今やりたいとお考えということですけれども、それ以外の方法もあることをよく

ご理解だと。そのとおりです。研究会とかフォローアップ委員会は固定メンバーといいま

して、ある程度メンバーが継続的に議論してもらう。そうしないと毎回繰り返しの議論に

なってしまいますのでそれを避ける。しかし公開ですから、その日参加される人はどんど

ん意見を出していただく。そういう点、公開性の高い方法を採りました。 

 これの中を読んでいただくとどんな議論をされたかよく分かりますので、ぜひお読みい

ただきたいのです。そのようなことである程度固定メンバーで議論していかないと、なか

なか議論が深まらないです。 

 これは確か研究会は 16 回ぐらい議論をやりました。ですから相当の密度でやっていま
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す。そうしてやっていくと中身ができる。ただ今回は、これもおっしゃったことですけれ

ども、もうガイドラインはございますので、直すといっても根本から、ゼロから始めるの

ではないのでやりやすいと思います。そういう意味では回数はそんなに必要ではないと思

います。しかし議論を深めるためにはある程度代表者を選ぶような格好の研究会、こうい

うオープンの場で。だからこの真ん中にもう少し 20～30 人が座る机を用意していただい

て、みんなで周りから見てどんどん意見を出していく。そんな方式を採っていただくとた

ぶん効果的だと思います。 

 と申しますのは、今日開いていただく前に昔こういう経緯がございましたので私は責任

を感じておりまして、この改訂の前の段階で数カ月前からいろいろ銀行の方とお話ししま

した。例えば今日のレビューの結果、実施状況確認調査を公表していただきましたけれど、

こういうものは環境アセスメント等ですが、評価書が出て公表ではないですよね。ドラフ

ト、準備書段階で公表して意見をもらうでしょう。これが環境アセスメントのやり方です。 

 同じことでこの実施状況確認調査というものは、レビュー段階で情報を出していただい

て議論していただくというのが普通のやり方です。そういう方法をお願いしたいと申し上

げたのですが、なかなか作業が大変だということでして、ぎりぎりこうなってしまいまし

た。その辺など私は、本来はそういうように進めていただきたかったと思います。それは

まず問題だと思います。しかし今回そういったことをある程度のところでもう１回考えて

いただいて、そういうきちんと議論ができること。これがいちばん大事だと思いますから、

それをぜひお願いしたいと思います。 

 それからもう１つ英語のペーパーがございます。「Proposed」「Code of Conduct」がご

ざいます。これは「Subscribed to by Self-ascribed Professional Members of IAIA」とあ

ります。Self-ascribedというのは自らに規するというか、自己責任をちゃんと考えること。

そういうきちっとした専門家ということです。Professional Members of IAIAの専門家と

いうことです。 

 IAIA は何かということでお分かりでないと思ったので、裏につけておきました。

International Association for Impact Assessment、国際影響評価学会というアセスメント

の国際学会です。この分野で中心的な学会でしてもっとも権威があります。この前、理事

会が 10 月にメキシコシティで行われまして、私も理事なものですから行きましたけれど

も、何と 119カ国からメンバーが入っております。119カ国というのは学会では極めて大

きい参加国数です。 
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 ですからこれだけメンバーが入っていますので、実は国連で認定された NGO で、国連

総会等で機会があれば発言できます。実際 12月の COP13でもこの IAIAの代表は招かれ

ていまして、オブザーバーとしてちゃんと正式なメンバーで参加できます。それだけ権威

があります。その権威があるのは当然各国政府が非常に深くコミットしている。それから

国際機関だったら世界銀行が大変深くコミットしていて、毎年この大会のときには世界銀

行の日というかWorld Bank Group Dayというものをつくりまして、そういう情報交換の

場を持っております。そんなことがございます。 

 ただもう１つそれは中身です。これはさっきの英語です。つまりこういうきちんとした

Code of Conduct、行動規範を持っていることがあります。この行動規範はどうか。９つ

ありましていずれも大事なことです。９つあって５番目というベートーベンのシンフォニ

ーみたいですけれど、９曲あって５番目。ナンバー５がいちばん素晴らしいでしょう。こ

れもナンバー５は重要です。それはここだけ紹介します。 

 To refuse to provide professional servicesです。専門家のサービスを提供するのを拒否

する。どんなときか。whenever、いつでもです。the professional is required、何か要求

された場合です。to bias the analysis or omit or distort facts、事実を曲げたりオミット

したり、分析を変にバイアスをかけたり、そういうことをしない。in order to arrive at a 

predetermined finding or result、つまりあらかじめ決まった発見とか結果に導くように

変なことをしない。これは極めて重要でしょう。環境アセスメントでこれはポイントです。

このことはいま日本の社会共通に言えます。 

 今しょっちゅういろいろな問題が出ているでしょう。船場吉兆とか、わが横浜市のシュ

ウマイまでああなってしまったのでがっくりですけれど、いっぱいあります。これをなく

すこと。特に国際協力銀行は大変信用のある銀行です。世界銀行が一目置くようなすごい

銀行です。だから信用が大事です。その信用を今おっしゃったようにこれらのパフォーマ

ンスでそれを見事に示していただいた。だからそのことが大変大事です。環境アセスメン

トはそれが精神です。 

 ですからそういうガイドラインになるようにしていただきたい。世界の様子が変わって

きたので、より高いものにしたいとおっしゃった。そのとおりだと思います。そのときに

この精神をガイドライン作成に生かしてもらいたい。そのことを申し上げたいと思います。

私は実は大学で緊急の会議があるので、終わる前に失礼しなければいけないので最初ばっ

と挙げました。少し長めになってしまいましたがそういうことを申し上げたい。 
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 ぜひこの中をよく読んでいただいて、この環境ガイドラインは大変評価されております。

とりわけバイラテラルの国際金融の機関で、世界銀行のインスペクションパネルに対応す

るような異議申し立ての制度をつくった。これは初めてです。そういう点でも大変評価さ

れておりまして、まさにきちっとやっていくという姿勢が表れています。この素晴らしい

ことをさらに深めていただきたい。そういった観点から申し上げて、今回これが出る前に

もっとやりとりするはずだったのがそうならなかったのが少し残念でした。そういうこと

です。以上です。 

 

【司会】 

 どうもありがとうございました。２点お話しいただきまして、１点目はメンバーという

かやり方のお話でして、もう１点は精神というか大切なフィロソフィーといいますか、規

範のお話ということでした。この点につきましては、何か JBICなり NEXIからお話はご

ざいますか。よろしゅうございますか。 

 

【国際協力銀行・藤平】 

 先生には何度もお会いしておりまして、いつも教えていただくことばかりです。２番目

の規範の話についてはこれから学ばせていただきたいと思っています。１番目のやり方の

ところについてという話で、これは根っこの部分というのはたぶん同じ認識で、そこから

先のやり方をどうするのかというところが、先生と私とで少し意見を異にしているところ

だと思っています。 

 そういう意味では繰り返し申し上げますけれども、JBIC としてはこのやり方で透明性

高くできると思っていますし、あるいはやっていきたい。これだけ 100名いらっしゃるメ

ンバーであっても実質的な議論というものはできないか。そのために言ってみれば私の発

言はできるだけ短くしなくてはいけなくて、鵜木の発言は私に向けて言ったのだと思いま

す（笑）。皆様方に議論を尽くしていただくというのはこの場でもできるし、やりたいとも

思っている。 

 もちろん研究会などといったやり方をするというと、今度は人を選ぶというプロセスが

ある。もちろんその時間を惜しんでいるということではないのですけれども、先ほど私ど

もも申し上げましたとおりで、原科先生がいみじくもおっしゃった。これは改訂なのだと。

ベースを一から作るというようなベースではないというところを、私どもはむしろそこを
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とらえて、人をどうするかというところはそうとうご想像に難くないと思いますけれど、

時間のかかるところ。 

 それからどういう人をどういう視点で選べばいいのかというところには、そうとう労力

なり時間なりがかかるというところがあったので、そこを惜しんだというと少し語弊があ

りますけれども、そういうやり方でなくても今の私どもが改訂しようと思っている環境ガ

イドラインのネイチャー、それから透明性を確保するというやり方はほかにもある。私ど

もとして議論を尽くすということに関しては最大限コミットしたいと思っていますし、そ

うでないと決していいものはできないとも思っています。このやり方でできないか、やら

せていただけないかというように思っております。 

 ただ最後に繰り返し申し上げますけれど、皆様方全員の方々がそれではだめだと、研究

会方式のほうがいいということであれば、それは私どもは再考しなければいけないと思っ

ております。最後の言葉もつけ加えた上で、私どもとしてはこのやり方でやらせていただ

けないか、走らせていただけないかというように思っている次第です。 

 

【日本貿易保険・山本】  

私ども NEXIとしても JBICさんとまったく同じ考えということでして、透明性の確保

という観点、それから実際いろいろな立場の方が今お見えいただいておりますし、そうい

う意味で多くの方々のご意見を効率的に聞かせていただくという意味でも、このような形

がよろしいかと思っておりますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 

【国際協力銀行・藤平】  

つけ加えるということですけれども、議論をここの場でできるだけ効率的に、自主的な

内容でできるようにするということのあれから、何ができるかということを私なりにも考

えておりまして、先ほど申しましたように何かマテリアルを用意するのであれば、できる

だけ前広に。基本的に私どもはこのフォーラムを次回はいつにするのかというようなとこ

ろもありますけれども、３週間前ぐらいには必ずアナウンスをさせていただきたいと思っ

ていますし、極力そのタイミングで JBICが用意するもの。あるいは NEXIさんが用意を

されるものは用意をしたい。頭をつくってきていただいて会議に臨むというような感じに

したい、あるいはそうご協力をお願いしたいと思っていますので、その点において自主的

な議論というものが確保できるように努力してまいりたいと思っている次第です。 
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【司会】 

 その前にハウスキーピング情報です。JBIC、NEXIの方々もご発言の前には名前を言っ

ていただけますでしょうか。議事録の関係で分からなくなりますものですから。それから

何度かご発言される方がいらっしゃるかと思いますが、お手数ですけれどもそのたびに２

回目以降はお名前だけで結構かと思いますけれども、おっしゃっていただければと思いま

すので、申し訳ございませんがご協力をよろしくお願いいたします。 

 

【東京工業大学・原科さん】 

 今のお答えに一言だけ申し上げます。藤平さんがおっしゃったように、人を選ぶのは大

変だと、そのとおりです。私は実はそういう分野の研究をやっておりますので、合意形成

の本など書いてありますので、その意味ではある程度経験がありまして成功例も若干あり

ます。若干というか JICA のガイドラインづくりも私が委員長をやりまして、そのときの

メンバーを選んだりするのを手伝いました。それから愛知万博、いろいろなところで使い

ました。特に長野県のこういうケースはありました。 

 そういうものがありますので、そんなにたくさんあるわけではないですけれど、いくつ

か成功例もありますのでそういうものを踏まえて考えますと、私は十分可能性はあると思

います。それから JBIC の研究会のメンバーを見ても、結果的になかなか素晴らしいメン

バー構成だったと思います。あのときは産業界の方が少なかったのでそれが残念でした。

だからああいう構成で産業界の代表などもしっかり入っていただければ、本当にきちんと

した情報が伝わって議論ができると思います。これは運営の問題ですけれども、私の見る

ところ、そうしないと時間切れでみんな不完全燃焼に終わる恐れがありますので、それは

ぜひ回避したいと思っております。以上です。 

 

【司会】 

 どうもありがとうございました。どうぞ。 

 

【FoE Japan・清水さん】 

 私から主に２点述べさせていただきます。この会議場の入り口のところに２つほど資料

を置かせていただいて、皆さんのお手元にもあるかと思います。１つが 30 ページほどの
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ものでして、「環境社会配慮確認のための国際協力銀行ガイドライン改訂に向けた NGO提

言書」です。あともう一つが１枚の紙の「ガイドラインの改訂プロセスに関する要望書」

になります。 

 この NGO 提言書はちょうど３日前にこの５団体で提出しました。５つ並んでいますけ

れども、この NGOは現行の JBICのガイドラインが策定する以前から、日本の ODA、そ

れからECAが支援しているプロジェクトによる現地での環境社会影響を可能な限り回避、

緩和、最小化していこうという目的で活動してきております。その経緯で現行のガイドラ

イン策定にも深くかかわってまいりました。 

 ガイドライン策定後はガイドラインの実施状況のモニタリングというものを市民の立場

から、また外部者としてモニタリングを行ってきました。そういった活動を今まで行って

いましたので、その過程でいろいろな問題点、それからよくなった点、改善点などが見え

てきた部分がございます。そういったところから、この提言書というものをまとめること

になりました。 

 この提言書をまとめるに至っては私たちの経験だけではなく、他の国際金融機関の環境

社会配慮基準等も参考にして提言を行っております。今日お配りさせていただいたわけで

すけれども、ぜひできるだけ多くの方にこれを読んでいただいて、問題意識というものを

共有して、その上で今後議論の際に活用していただければと思います。 

 ２点目ですけれども、このガイドラインの改訂プロセスに関する要望書です。現行のガ

イドラインでもこのガイドラインの見直しについてはいろいろな人たちの意見を聞きつつ、

透明性を確保して行うとされていますけれども、今回の改訂プロセスにおいても十分な透

明性、それから JBIC の説明責任、またステークホルダー、専門家などの意味ある参加が

確保される必要があると考えています。その上で具体的に大きく分けて二つの点を要望い

たします。 

 １点目が検討委員会の設置で、２点目がパブリックコンサルテーション開催とパブリッ

クコメントの受付になります。１つ目の検討委員会の設置は、先ほど東工大の原科先生が

おっしゃっていた意図と同じになるかと思います。前回のガイドラインでもそうしたよう

に、今回も検討委員会というものを設置したほうがいいのではないかと考えています。と

言いますのも、研究会という場であるからこそ集中した議論ができる。それによって相互

理解の形成、それからより密度の濃い意見交換が可能になって、ガイドラインの水準の向

上にも役立つと考えています。 
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 検討委員会の具体的なあり方、方法論についてですけれども、まず改訂をするという前

提で実施状況の確認結果に関する意見交換。それから各ステークホルダーによる現行ガイ

ドラインの実施状況と課題に関するプレゼンテーション、意見交換。ガイドライン制定以

後の各国際機関や輸出信用機関の動きのレビュー。それから議論すべき項目の整理という

ようなプロセスを経た上で、ひとつひとつの項目についての議論に入るべきではないかと

考えています。つまり論点の整理をきちんと行ったあと、改訂という作業に入るのではな

いかと考えています。 

 先ほど JBIC さんから次回ガイドラインのドラフトを出していただけるというようなお

話があったかと思いますけれども、それ以前にこういった論点の整理の四つの項目につい

てきちんとやったあとでないと、一体ドラフトというものを作るに当たっても、どういう

観点で作るのかというところがあいまいなまま、そのドラフトができてしまうのではない

かと考えます。 

 次ですけれども、第三者性の高い議長が検討委員会の議長には必要であると考えます。

いま現在 JBIC さんのほうで議長を務めていただいていますけれども、JBIC さんは正に

改訂の当事者である。一方、このガイドラインの議事運営を行うためには公平な議事運営

が必要であると思います。ですから JBIC に属していない第三者の方に議事を務めていた

だくのがいいのではないかと思います。 

 次ですけれども透明性に関してです。検討会はやはり公開で行った上で、一般の参加の

発言を認めるべきであるということ。それから会議の議事録は逐語で、記名で作成されて、

議事録と当日配布された資料は JBIC のウェブサイトを通じて、次回の会合前に公開され

ることなどです。それから検討委員会の議論に関する意見や資料についての意見の受付と

いうものも、幅広くするべきであるということです。 

 以上が検討会に関することですけれども、２点目のパブリックコンサルテーション開催

とパブリックコメントの受付です。検討委員会が JBIC に検討内容を提言して、そのあと

JBIC および NEXI のほうでガイドライン改訂案というものが出てくると思いますけれど

も、そういうことを想定してこれは書いたものです。その際にはパブリックコメントに寄

せられた意見、それから JBIC の対応を公開して、JBIC の対応についてパブリックコン

サルテーションの場でも議論が行われるべきであると考えます。 

 最後になりますけれども、パブリックコンサルテーションは必要回開催することが必要

である。それから日本のみならず途上国の市民など、もしくは被影響住民などの意見とい
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うものもガイドラインに反映することが非常に重要ですので、そういった人たちとの協議

の場というものも設けるべきであると考えます。以上すみません、少し長くなってしまい

ましたけれども、配布資料に関する説明です。 

 

【司会】 

 どうもありがとうございました。私は JBIC の職員ですが、本日はすみません、ここに

座っておりますのでこのまま続けさせていただきたいと思います。入り口のところに置い

ていただきました配布資料に関して FoEさんからご説明をいただきました。１点目は提言

書ということです。これは皆さん読んでいただいて、今後の議論に参考にしてほしいとい

うことだったかと思います。 

 それから２点目、改定プロセスに関する要望ということに関しましては、論点の整理、

あるいは議長の関係、それから資料の公開の関係、あるいはパブリックコメント、あるい

はコンサルテーションのことというようなことで今ご意見をいただいたということです。

これにつきましては何かございますでしょうか。 

 

【日本プラント協会・長田さん】 

 今回こういうタイミングで、来年再統合があるというタイミングというご紹介もござい

ました。いま地球温暖化の問題で、来年度からいよいよ第１約束期間が始まるということ

で、環境に関する関心が非常に高まっている段階でこういう場を設けていただいたという

ことで、感謝申し上げたいと思います。 

 進め方についていま何点かご意見が出ましたけれども、私の意見として、すでにベース

となるガイドラインがあるということが１つ。それから委員会という形で一般からの意見

も取り入れてというご意見をいただいておりますけれども、例えばガイドライン全般につ

いての知見、豊富な経験ということはないけれども、この部分について意見を言いたいと

いう人がいた場合に、そういう委員会の方々がいる場で外からまた意見を申し上げるとい

うのは、なかなか言いづらい。気後れしてしまうかということもございますので、こうい

う広い場で、オープンな場でやっていただければ透明性も確保できると思いますし、私と

してはこういう場でよろしいかと考えております。簡単ですけれども以上です。 
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【司会】 

 ありがとうございました。ただいまのご意見は先ほどのご意見とは若干趣を異にしまし

て、こういう場でということでした。今どういう進め方をするかという議論になっており

ますが、それ以外に何かご発言がございましたら。 

 

【地球・人間環境フォーラム・満田さん】 

 私は先ほど FoEの清水さんから言った進め方のほうで賛成です。ぜひこの NGO提言書

を見ていただきたいのですが、非常に具体的に細部にわたって、しかも事例に基づいてい

ろいろな提言がある。私はこういうような場でこのひとつひとつを詰めていくのは非常に

難しいことだと考えております。 

 それから今 JBIC さんのほうから実施状況のレビューについてお話があったわけですが、

私どもといいますか NGOサイドとしては、NGOが行ったレビューについてぜひきちんと

したプレゼンを行う場が必要であろうと考えております。そのための情報のシェアという

ものを私は非常に重視しておりまして、先般の JBIC さんとの会合でもその点を強く申し

入れたつもりでした。 

 それについてお答えをいただかないまま、こういう場が走りだしてしまったというのは

若干残念です。ですからぜひ次回 JBIC さんがドラフトのガイドラインを出されるという

のはかなり乱暴な話ではないかと思っております。この提言書にもありますように、ひと

つひとつの論点をまずは整理し、それから私たち、あるいは NGO のレビューというもの

をしっかり聞いてほしい。そのための委員会を設置していただきたいというのが私の意見

です。以上です。 

 

【司会】 

 どうもありがとうございます。 

 

【東京工業大学・原科さん】 

 では一言情報提供をさせていただきます。私の経験ですけれども、こういう委員会方式

をやった場合に、オブザーバーシートから発言してもらうということをやってきたわけで

す。これは JBIC がそうでした。そのときは固定メンバーと当日メンバーという誰でも入

れる格好にしました。そのときはおっしゃったようなこと、発言しにくいということはあ
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まりなかったのです。それは人数が少なかったせいもありこの半分ぐらいの規模だったの

で、そういうことがあると思います。 

 ２つ目は JICA のガイドライン作り。これも私は委員長をやりました。それは同じ方式

でした。そのときオブザーバーはたくさんいました。だけど積極的にみんな手を挙げられ

るので、その雰囲気です。委員会形式でやっていいことは、本当に詰めた議論ができるの

で、質問もぱっとそれに結びついて出てきやすいので、むしろ発言しやすい面もあります。

それからいま現在 JETROのガイドライン作り。これも私も委員長をやっていまして、３

つともお仕えしていますけれど JETROはまったく同じ方法です。 

 そうするとおっしゃるようなことは私の見る限り起こらないです。ですから私はむしろ

詰めた議論をされることによって、それに集中した意見がどんどんインプットされますか

ら、それは非常にいいのだと思います。ですから私はそれほど心配しなくていいのではな

いかと思います。それは運営の仕方次第です。ですから議長も大事で、やはり中立の立場

の人を議長に選ぶようなことされれば、そういうようになると思います。一言申し上げま

した。 

 

【あずさ監査法人・牧さん】 

 いま会議の進め方についてお話が進んでいるようですので、私も今後の議事進行につい

て一言だけ意見を述べさせていただきます。私の意見としましてはこの方式ではなくて、

やはり委員会方式に絞り込んだ、かつオブザーバーを招聘するという形で進行したほうが

いいのではないか。 

 なぜかといいますと、少し危惧するのは今回改訂だということで、すでに赤道原則を採

択されている銀行などでかなり多くの、こういったガイドラインの雛型があります。あり

ますが、ただ今回 JBIC さん、NEXI さんの改訂に当たって、それが単なるコピー・アン

ド・ペーストで終わってしまうのではないか。そういった形で表面的なもので終わってし

まうことを私は危惧していまして、今回改訂というのは今まで５年間の実績を振り返る非

常にいい機会だと思いますので、単に表面的なものだけに終わらないようにするためにも、

振り返りのいい機会だということで、専門的に集中的な審議を進めるべきだと思います。 

 また環境にとどまらず、社会的な配慮も含めたガイドラインとなっております。そうな

りますと内容的にはかなり多岐にわたりますので、広くステークホルダーの方を集めると

いいましても、専門的な議論が必要になろうかと思います。そういった中でまずは中心と
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なるコアのメンバーを決めていただく。そしてそれぞれのステークホルダーの方の個別の

意見をも勘案しながら進めるというのがベストではないかと私は考えます。以上です。 

 

【司会】 

 どうもありがとうございました。ほかにご意見はございませんでしょうか。もちろん今

のトピックに限らずでもよろしゅうございますが、皆様いろいろお感じになっていること

がおありになるかと思います。 

 

【財務省・大西さん】 

 いま開発の世界でキーワードというと、サステイナビリティ、要は中長期的な発展、開

発というのが非常に重要視されております。その点環境社会ガイドライン、一見かつ長短

期的には手間がかかるように思いますけれども、これこそが中長期的な発展を支援するも

のとして、極めて国際的にも重要視されているという現状です。 

 この観点から JBIC が自主的に、非常に前向きに取り組んでいただいていることを非常

に頼もしく思っている次第です。今日は発言しようかどうか悩みましたけれども、透明性

ということですので、私のほうからもご説明を聞いて、私が個人的に考えていることを２

点言わせていただきます。 

 まず来年 10 月を一応の目標としつつと言いつつ、次の会合で改訂のドラフトが出ると

いうことに、私自身も少しびっくりしております。２点、次回の会合、ちょっとどういう

形になるかは今後この中で決まるのでしょうけれども、ぜひお願いしたいと思います。 

 １つは国際的な水準が４年間で上がってきたというお話ですけれども、非常に抽象的で

IFCの PS、パフォーマンス・スタンダード、あるいは OECDのガイドラインと、どこが

どういま違ってきているのか。そういうものを比較したものを、我々普通の人にもわかる

ようなものをちゃんと作っていただきたい。 

 もう１点はこの実施状況確認調査で、非常に手間をかけて作られたと思われますけれど

も、これは今のガイドラインをちゃんと実施しましたかどうかという、チェックしただけ

なのではないでしょうか。私の理解はそうです。求められているのは、これを実施したけ

れども問題があったのかどうか。もう少し広い観点から何か問題が生じたならば、これを

直さなくてはいけない。こういうことではないかと思うので、これをもって総括的な検討

とされるのではないとは思いますけれども、実施状況確認調査というのはあくまで今のガ
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イドラインが物理的に実施しました、していませんでしたという話であり、もう少しこれ

を実施したけれども何か問題があったのか、なかったのか。結論としてなかったというこ

とであれば非常に結構であり、それが JBIC の評価であればそれは結構であり、また外部

の人から評価いただくということでいいと思いますけれども、そうしたお話をぜひ聞かせ

ていただきたいと思っております。２点よろしくお願いします。 

 

【司会】 

 どうもありがとうございました。 

 

【メコン・ウォッチ・福田さん】 

 よろしくお願いします。私からも２点ほど。１点は質問、１点は提案をさせていただき

たいと思います。１点目はこの実施状況確認で、先ほど JBIC の方から丁寧なご説明をい

ただき、これは非常に今回の JBIC のガイドラインの改訂に当たって、非常に貴重な情報

だと思っています。そういう意味でこのように丁寧にまとめられたということで感謝して

おります。 

 しかし一方で、実は私たちももっと知りたい情報というものがあって、実はこういった

情報というのは JBIC の中の人でしかわからない。私たちも外から NGO としてモニタリ

ングをして、それで感じている問題点というのはさまざま提言させていただいていますが、

今 JBIC の中でどういうようになっているのだろうということの中で、この実施状況確認

というものに盛り込まれていない、私たちはもっと話を聞きたいという点が、先ほど私が

聞いていただけでも結構あります。 

 こうした内容について、今後 JBIC の皆様にどのようにお伺いすればいいのか。この実

施状況について質疑応答、あるいはこういった情報をさらに出していただきたいというこ

とを、私たちとして申し上げる機会があるのかないのかということを、１点お伺いしたい

と思います。 

 ２点目ですが、先ほど財務省の方のお話にもありましたが、私も次回の会合でガイドラ

インの改訂の JBIC としての案をここに提示されるということに、非常に驚いている１人

です。先ほど委員会形式か、あるいはこういった開かれた場でやるのかという議論がされ

ておりまして、私もこの人数でなかなか詰めた議論は難しいだろうという意味で、NGO

からの提案にも名を連ねさせています。 
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 おそらく重要なのがガイドラインをこれから改訂していく前提として、包括的な検討を

行うというようにガイドラインには書いてあると思います。そのために必要な情報を各

JBIC の方から出していただき、私たちも出し、あるいはほかのステークホルダーからも

出していただき、それを共有して、その共通理解の下に次に JBIC として何をやっていか

なくてはいけないのだということを考えていくというプロセスをひとつひとつ踏まないと、

結局 JBIC の案がいま出てきて、それに対して JBIC の案がいいか悪いか。少しこの文言

は動かそうという議論で終始してしまうのではないかというような、私としては危惧を持

たざるを得ないというところがあります。 

 そういう意味で先ほど藤平さんが、原科先生からの問いかけに対して根っこのところは

同じだということをおっしゃっていたと思いますが、まさに一体現在の JBIC のガイドラ

インというのはどうなのだろうということを、きちんと各ステークホルダー、ここに参加

しているみんなで共有した上で物事を進めていくということが必要なのではないか。その

ためには私たちもこういうこと、提言などをプレゼンさせていただきたいですし、またほ

かの方がどう感じていられるのか。 

 あるいはこの JBIC の実施状況確認の状況についてはもっと深めていきたい。そういう

プロセスが JBIC の改訂案の前にきちんと必要ではないかと思いますので、次回 JBIC か

らガイドラインの改訂案を出すというのは、性急な物事の進め方なのではないかと私は思

っております。以上です。 

 

【司会】 

 ありがとうございました。ただ今のご発言の中でご質問の部分がございました。これは

JBIC のほうに実施状況に関する今後の質疑なり何なり、どういう形でできるのかという

ご質問だったかと思います。それでは JBICから答えをお願いできればと思います。 

 

【国際協力銀行・藤平】 

 貴重なご意見をありがとうございます。実施状況確認のことについては、結論から申し

上げるとこれで終わりにするということではありませんし、ご意見とか、あるいはご質問

といったことがあった場合に、ここの場で、第２回のところでやるという選択肢はもちろ

んあって、それはアジェンダとして上がってくると思っていますし、皆様方からそういう

ご意見があればそれは当然やっていきます。私もそういうつもりでやっております。 
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 実施状況の確認は先ほど申し上げましたとおり、私どもの話としてはよくできていたと

いうことですけれども、「それはぬかりがある」というご指摘というのはあってもおかしく

ないと思っています。とは言いながらも皆様方を含め、原科先生も含め、お知恵を拝借し

た上で作ったガイドラインなので、変なものは作っていないという自負はあります。そう

いう意味では私どもの実施状況確認というものが一面的なものであるという批判はあるか

もしれませんし、そういうものに対してのご意見をお聞きしないなどということはするつ

もりもありません。 

 ですからその議論をされたいということがあれば、２回目にそのお話はアジェンダに乗

せていただいて結構だと思います。最終的にはコンセンサスだと思いますけれど、私とし

てはぜんぜん問題、あるいは異論はございません。 

 それから一応この場というものをメインの議論の場にしたいという思いに変わりはあり

ません。かといってこの場ではないところでご意見を伺うとか、あるいは意見交換をさせ

ていただくという、そういったものを一切いたしませんというつもりはございません。た

だこの場をメインのフレームワークにしてやっていきたいということを申し上げたいと思

っていますし、そういうつもりで今までも申し上げてきたつもりです。 

 やり方はたぶん 100点のものはないと思っています。私どものやり方でも 100点ではな

いと思います。一方で研究会方式も 100点ではないと思います。ただ皆様方を含め、私ど

もを含め、どれだけ限られた時間の中で、どれだけ実質的な議論ができるために、その点

において皆さんは前向きな方向で取り組んでいただけるかということではないかと思って

います。 

 それから話は先に進みます。ドラフトの話ですけれども、これは若干誤解を与えてしま

ったのかと思って後悔しています。ドラフトのテキストの議論だけやろうと思って、次回

出したいと申し上げるつもりはありません。あくまで参考でたたき台で、これについてし

か議論をしないというつもりでドラフトを出そうなどと思っていません。来年の 10 月と

いうものがあったときに、まだ時間的な余裕がある。だから今から出すのは早い。その議

論はわかると思いますけれども、テキストだけの議論をしようと思って出そうというつも

りはございません。あくまでもたたき台とか参考というつもりで出そうということです。 

 私どもが今回実施状況確認というものからは、直ちに改訂のインプリケーションという

ものはお示しできていないと思っています。ただ私どもなりに問題意識というものがある。

IFCパフォーマンス・スタンダードの話とか原発の話とか。それはかなり各論の話になる

 32



わけです。それからいみじくも今回一部のステークホルダーの方から、もっと言うと NGO

の方から貴重なご意見をいただいたわけです。こういうものも踏まえながらドラフトして

いくということになるわけです。 

 ドラフトのテキストの話と中身の話と並行でやっていけるのではないか。もちろん論点

整理も非常に重要だと思っています。ですが、いたずらにテキストの議論だけ議論を誘導

していこうというなどという気持ちはありませんので、そこは誤解のないようにしていた

だきたいと思います。 

 

【司会】 

 ありがとうございました。 

 

【東京工業大学・原科さん】 

 そろそろ大学に戻らないといけないので少しあわてています。私は JBIC の方はきちん

と応答していただくと信じています。例えば先ほどの資料です。最後のページを見ていた

だきたいのですけれど、最後のページで「原科」という左の欄です。こういうところがご

ざいました。 

 研究会では「環境社会配慮」という言い方を使っていたが、きのう（12月３日）のフォ

ローアップ委員会の会合で、JBIC 側の考えでは「社会」が取れて「環境配慮」になった

のです。これに対して議論しました。前田さんもそのときこの中でもレスポンスしておら

れる。でもそのあとまた議論しまして、結果的にはご覧のように「環境社会配慮」という

言葉を使っています。だからいろいろやりとりがあります。 

 「環境」という具合に１回戻ったのだけれど、また「環境社会配慮」と元に戻りました。

そういうやりとりがあります。そういうフィードバックがあって今のガイドラインができ

たので、そういうようなことがありますから、そういう議論をきちっとやっていただきた

いと思います。その意味では JBIC の仕組みでいちばん心配したのは、私にとって２つあ

りました。 

 １つは審査の外部専門家による第三者性の高い審査諮問機関というものを JBIC は設け

ませんでした。通常、日本の国内では都道府県の、あるいは政令市のアセスメントはすべ

て環境影響評価審査会というものを持っています。名前は審議会と言ったりいろいろな名

称がありますけれど、つまり外部の専門家に諮問する、専門的なことを判断してもらうこ
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とをやっています。 

 JBIC も銀行員のメンバーがたくさんおられれば十分可能だと思いますけれど、世界銀

行などは JBICの 10倍ぐらいいますから。でも JBICはその１桁小さい人たちでこれだけ

の巨額のお金を動かしているから大したものだと思います。世銀の人はすごく JBIC は効

率がいいと言っています。とはいいながら環境社会配慮の審査は行内だけでは難しいもの

です。そういう意味で私は外部審査会を持っていただきたいと思います。 

 そういうことがありましたので JICA のガイドラインを作るときは、JBIC ではそれが

できなかったものですから JICA で審査会をつくりました。それがあるのでまただいぶ私

はいい方向に行っていると思います。ですからその意味では、今度はぜひ第三者機関をつ

くるなどしてもらいたいと思っています。そうするとそういった観点から今回の結果、こ

れまでの経験をレビューしていただきたいです。だからいろいろな観点があるわけです。 

 だから JBIC の中の方の観点からのレビュー結果をお聞きしまして、いま財務省の方が

おっしゃったように、一応ガイドラインに書いてあることは守った。それは大変立派なこ

とだと思います。ただそもそもシステムをつくるときに残された課題の観点から見てどう

なのだという、これに対する答えもぜひお願いしたいので、そういうようなやりとりも必

要です。ですから論点を整理してそういう事実をきちっと押さえていくとなりますと、ど

うしても時間がかかるでしょう。だからこういう格好だけやっていると、形だけで終わっ

てしまうとせっかくやったのにみんなががっかりすることになりますから、そういうこと

がないようにしていただきたいと思います。 

 意味ある、応答のある、議論のできる場をしていただきたいと思うので、私は委員会方

式がいいかと思います。ただ委員会方式がすべていいとは限らないというのはおっしゃる

とおりだと思いますから、できることは限られております。だけども今の段階では逆にも

のがだいたい固まっていて、そしてある部分に対して直していくところですから、かなり

専門性の高い議論も必要になってまいりますが、これはできたらそういう委員会方式をベ

ースにして、しかもそれを閉ざさないでオープンな形でやっていく。これは、我々はたく

さん経験がございますので、そういうことを進めていただきたいと申し上げます。 

 私はもうそろそろ失礼しなければいけないので、このあとの議論に本当は参加したいの

ですけれども、ぜひそういうような方向でお考えいただきたいと思います。 

 それから次回はいつやるかだけ、だいたいの見当だけ教えていただきたいのです。今度

いつ来られるかわからないし、あまり時間が押してしまうとそれこそ心配です（笑）。 
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【司会】 

 その点について JBIGの方、お答え、いいですか。 

 

【国際協力銀行・藤平】 

 次回はいつかというのは本当に分からないです。 

 

【司会】 

 見当で。 

 

【国際協力銀行・藤平】 

 少なくとも年内ではないです。正月を挟んでしまいます。それこそ今もいろいろな宿題

的なものも含めていただいているので、とてもじゃないですけれど 12 月などに２回目な

どは開けないと思っています。年を明けて、あったとしても１月もかなり後のほうか２月

か。そんなところではないでしょうか。 

 これはあまり言っていいのかどうかは分かりませんけれども、私どもの中で内々これを

運営していく。コンサルテーションのときですけれども、これが、議論が詰まってきたと

きにはもっと頻度を上げるということです。もちろんこれは非常に大事な仕事ではありま

すが、これだけやっている部分であるわけでもないというところも正直あって、先ほど原

科先生からもありましたけれど、私ども非常に人数が少のうございまして守備範囲が広い

ところも一人頭ありますので、刻んで１カ月半刻みか。１カ月だと少しきついだろうと思

っています。 

 今回に関しては年末年始を挟んでしまいますので必ずしも１カ月半ぴたっということで

はないと思いますけれど、それくらいでやっていけないかと思っているところ、では次回

は１月の中旬というと少しきついかと思っているところです。 

 

【東京工業大学・原科さん】 

 最後に一言。１カ月半おきはあまりにも間が空き過ぎてよくないと思います。この場合

３週間程度がいちばんいいインターバルです。これは経験則。このガイドラインを作ると

きもそうでした。３週間に１遍ぐらいやっています。JICAもそうです、JETROもそうで

す。いろいろなところがそうです。そういう例はいっぱいあります。１カ月半は空き過ぎ
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で本当に議論ができなくなります。もう１回思い出し、思い出しやることになってしまう

ので。 

 皆さんはそのことを集中してやられるからいいけれど、参加したメンバーが大変難しく

なります。ぜひこれは３週間おきぐらいにやっていただきたい。そういう意味でも小規模

でやったほうが動きやすい。そうするとその問題に関心のある方がオブザーバーにどんど

ん入って意見を出してもらえばいいでしょう。そのことに特に関心のある人はずっと継続

で出ていただくというような格好を取ったほうがいいと思います。 

 １月を越えて２月ぐらいというのはあまりにも空き過ぎで、私はこういう合意形成の進

め方としては非常にまずいと思います。これは私の経験からはっきり言えます。ぜひそう

いうことがないように。だから私は、年内にやるのは個人的には大変しんどいです。でも

理屈から言えば 12月末に１遍ぐらいやらないと、これはとてもじゃないけれど来年の 10

月には立派なものはできないと思います。 

 

【メコン・ウォッチ・福田さん】 

 手短にさせていただきます。先ほどの藤平さんの回答についてですが、１点確認させて

いただきたいのです。この実施状況確認について、この内容がいいとか悪いとかというこ

とはもちろんあると思うのですが、それとは別に、私たちとして JBIC の内部でこういっ

たことも情報として出していただけないだろうかという部分があって、それはもしかした

ら実は JBIC として今のところ情報としてまとめていなくて、さらにほかの作業が発生し

てしまうかもしれないという部分もあると思います。 

 こういった点について、例えば今１週間ぐらいで私としてはこういうことも知りたいの

で、次回のコンサルテーションまでに出していただけないかと。もちろんそれは JBIC の

方々の手間の問題、時間の問題があると思いますので、できるところとできないところが

あるというのは重々承知ですが、そういった形で追加的に実施状況確認について、私たち

からインプットした内容についても、お知らせいただくということが可能なのかどうかと

いうことをお伺いしたいと思います。 

 

【国際協力銀行・藤平】 

 今のご質問ですけれども、私の先ほどの答えの中でご意見だけではなく、ご質問もお受

けしますと申し上げています。いま福田さんがイメージされているものがどの程度のもの
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なのか。その先は程度の問題だと思っています。それは福田さんもご理解いただけている

と思っています。それから個別案件の話、それをディスクローズするような話というのは

冒頭議長が、あるいは司会進行役が申し上げたとおり。それは適当ではないだろうと思っ

ています。 

 そういったことからするとどんなご質問なのかとも思いますけれども、結論から言うと

程度問題だと思っています。お答えできるのであればお答えしますし、お答えするのが適

当でないと判断せざるを得ない。例えば個別案件の話とか、あるいは期間的にどうやって

も足りません。この程度しかいませんから無理というようなことで、ごめんなさいと申し

上げることもあるかもしれません。 

 ですから程度問題だということにしかならないのかと思っていますが、そこはお聞きに

なりたいことをおっしゃっていただいて、私どもも正直に答えさせていただきますので、

そういう答えしかできないかと思っています。 

 

【司会】 

 よろしゅうございますでしょうか。それではここで 15 分ほど休憩をさせていただけれ

ばと思います。いま私の時計で３時 25分ですが、これから 15分間ほど途中休みを入れた

いと思います。しばらくご休憩いただいて、また 40 分に開始させていただきたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

 

（休憩） 

 

【司会】 

 それでは時間がまいりましたので、また議論を再開させていただければと思います。休

憩前の議論ですと、どういう形で、この形式の話です。それがけっこう議論になっていた

ということですが、いろいろな意見が今のところ出ているということで、原科先生とか清

水さんから出た意見と、JBIC が言っている意見は必ずしも同じではないということなの

かと思います。それについて、それ以外の方からもう少し議論がもしございましたら、少

しお伺いできればと思うのですけれどもいかがでございましょうか。 
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【「環境・持続社会」研究センター・田辺さん】 

 ２点ほど質問したいのですが、１点目は先ほどドラフトを出すことが必ずしも評価の議

論を止めるわけではないという話がありました。ということはそのドラフトの議論と同時

に、評価の議論を行うという理解でよろしいのでしょうか。というのは通常ですと評価を

きちっと詰めてから、一定の判断を基にドラフトを作ってそれを議論するという形が、我々

通常での進め方かというので、若干進め方に関してもう少し具体的にお聞きしたいという

のが１つ。 

 それから２つ目は NEXIのガイドラインに関して、今まで若干特に議論がなかったので

すが、JBIC と同様に今後評価という形で何かものが出されるのかどうかということと、

実際にガイドラインの細かい議論に入ったときに、NEXI のプロセスと JBIC のプロセス

は必ずしも一致しない部分があると思います。共通のガイドラインを作るのか、それとも

独自にばらばらの別のものを作るのかというので、大きく議論の仕方が変わってくると思

います。その辺どのように考えているかということをお聞きしたいです。以上です。 

 

【司会】 

 ありがとうございます。最初のご質問は JBIC に対するご質問ということでよろしゅう

ございますか。申し訳ございません、ご確認させていただきます。ガイドラインのテキス

トというかドラフトを出すということと、その関係を先ほどご説明した実施状況の結果と

の間の関係ということですか。進め方ということですか。分かりました。まず１点目につ

きまして、JBICからお願いします。 

 

【国際協力銀行・藤平】 

 ご質問いただきまして、ありがとうございます。私なりにご質問の趣旨を理解した上で

の回答なので、もし違っていたらおっしゃってください。次回以降といいますか、少なく

とも次回ということでしょうけれども、ドラフトの議論と実施状況の確認の話とそういう

ものを並行して行うのかどうかということですけれども、これは並行して行うということ

です。 

 私どものほうとして２回目以降のところについて、こういう段取りでこういうようにや

っていくという必ずしもちゃんとしたというか、これでやるのだというものが必ずしもあ

るわけではなくて、今回こういう会合を開いて実施状況の確認の説明を申し上げた上で、
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皆様方とこのあとどういうやり方をするのかということを議論した上で、２回目何をやる

のかというものを決めていきたいと思っていたのが正直なところです。 

 ここに臨むに当たって、実施状況の確認についても「これで終わりじゃないよね」とい

うご意見というのは当然あると思っている。なので２回目でその質疑応答なり、ご意見を

伺うなり、議論なりというものがあるだろうと思っていましたし、思っています。一方で

ドラフトと言っているのは、ドラフトというのはたたき台とか参考として出すということ

ですけれども、これについて例えば実施状況の確認の議論というものがまだ残っているの

であれば、おそらくドラフトについての議論というのはそんなに時間をかけて深めるとい

うことにはなりませんし、ましてやテキストについてピーチクパーチクやるとか、そうい

うようなステージではないと思います。 

 とは言いながら、私どもがその改訂というものに関してこう考えているということの、

私どもとしてもファームではないようなポジションではありますけれど、たたき台として

出しますということを申し上げているわけです。そういう意味ではアジェンダとしては乗

っかってくるかもしれません。ただ程度としては実施状況の確認というものにまだ皆様方

ここで議論は終わっていない、あるいはもっともっとされたいということであれば、そち

らのほうに重きが置かれるということになるのではないかと思います。お答えになってい

ますでしょうか。 

 

【司会】 

 よろしゅうございますか。では２つ目のご質問のNEXIのほうをよろしくお願いします。 

 

【日本貿易保険・山本】 

 私どもといたしまして、今日実際 JBIC さんのほうからも実施状況の確認の調査結果な

どを拝見させていただいておりますので、この辺について今日のこの結果の中身、それか

らこれについて皆さんからもいろいろコメント等が出ておりますので、これらを共有させ

ていただきたいと考えております。 

 それから２点目のそれぞれガイドラインが違う部分について、どういうように考えるか

というご質問だったと思います。２点目につきましては実際環境社会配慮を確認の内容項

目であるとか、あるいは手続き等についてはそれぞれのガイドラインが非常に整合してい

るわけです。そういう意味ではいわゆる私どもは保険業ですし、JBIC さんのほうは銀行
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業という業態の違いはありますので、当然その中身の表現ぶりは違いますけれども、内容

的には整合しているということですので、そういう中で実際その改訂が行われていけば、

手続きなり確認項目については当然整合されるというように理解をしております。以上で

す。 

 

【「環境・持続社会」研究センター・田辺さん】 

 やはり若干ドラフトの議論と評価の議論を一緒に行うというのは、実務的にもかなり混

乱をしますし、もともと現行のガイドラインで包括的な評価を行った上で、意見を聞きな

がら改訂を行うという趣旨からしても、評価を今まさに今回 JBIC としての一定の評価が

出されたということで、その後我々ステークホルダー側からの評価をつけ合わせた形で議

論をしたあとに、ドラフトが出されるというのが実務的にも、それから現行のガイドライ

ンの趣旨からもあるべき姿なんだと思います。以上、コメントです。 

 

【日本プラント協会・新開さん】 

 私もどちらかが提案されています、論点の整理という点です。要するに実施状況のレビ

ューをもう少し、JBIC のお話は出てきたけれども NGO 様からの話も聞いて、みんなが

どういう問題があるかということを十分認識して進める。これは必要だろうと思います。 

 それから２番目の世の中の動きが変わってきたので、今回の改訂に至ったという、つま

り OECDのコモンアプローチの改訂だとか、IFCのパフォーマンス・ガイドラインとか、

世銀のほうでも変わってきたとか、そういうことのご紹介。どういうところがどういう具

合に変わってきているのかということの認識をみんなで共有する。これもまた必要なこと

だろうと思います。実はこの点はたぶん専門の方はすでにご承知のことだろうと思います

けれども、みんなで議論する場合には共通の認識として押さえておくべきことだろうと思

います。 

 そこまでは私はこういう場で意見を出していただいたり、あるいは JBIC 側から資料も

出していただいてご説明いただくということが、この場でできるのではないかというよう

に思います。それで次に具体的な、どこをどう改訂していくかというような話になってき

たときに、個別の問題でいろいろ議論を深めていく必要が出てくるかもしれない。例えば

原子力の問題が追加で入れてほしいというご意見もあるかと思いますけれども、そういう

ときには私どもの業界としても非常に関心のあることでして、ぜひその場では意見を申し
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上げないといけないわけです。 

 例えばそういう具合になってきたときに、そのための問題別の、わりとこじんまりとし

た委員会的なもの、研究会的なものをつくっていくというのはあってもいいと思いますけ

れども、とりあえず今出ている範囲でも、今までのレビューとこの世の中の進歩について

みんなで認識するというところは、この場で十分やっていけるのではないかと私は思いま

す。 

 それからドラフトは将来がらっと変わってくるかもしれないけれど、とりあえず出して

いただく。それはそれで有効ではあると思います。ただしそれは大いに変わる可能性もあ

るかもしれない。そういう前提でお出しいただくことはよろしいのではないでしょうか。

以上です。 

 

【日本プラント協会・松本さん】 

 プラント協会というのは最近国連の CDM の DOE になったりして、環境問題には非常

に関心を持っています。したがって環境ガイドラインの重要性というのは極めてよく認識

しているつもりです。だから JBIC、NEXI の今回のガイドラインの改訂のあれについて

もぜひ積極的に参加していこうとは思っております。 

 ただ、今までの皆さんの多くのご意見と少し違う観点からのお話をしておきたいと思い

ます。これは皆さんの参考のためということで、こういうことも言っておけなければいけ

ないと思います。プラント協会というのはプラント産業、それから輸出産業。だから開発

途上国へのインフラの整備のためのあれをやっているメーカーの団体です。したがって先

ほど言いましたように、CDM 等で環境問題については非常に積極的に協会として動いて

いますけれども、同時にプラントメーカー、プラント業界としてのいろいろな事業等もう

まく何とかやっていこうという、当然協会の趣旨があるわけです。僕は日本の国益として

もこれは無視できないあれだろうと思います。 

 そういうところからいうと、環境というのは確かにものすごく多くのステークホルダー

があって、ものすごくいろいろな意見があり得ると思います。それを全部いいところのあ

れをずっと取り入れてというのはまず不可能な問題です。ですから環境の重要性というの

は全世界的にますます認識は高まっているけれども、どの程度のガイドラインが許容し得

るのか。これは皆さんがしようがないと納得されるレベルを出していくためには必要な部

分なのだと思います。 
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 その意味でこの NGO の方の研究のまとめを全部読んだわけではありませんけれども、

ほかの国際機関、あるいはほかの公的機関がどういうようにやっているかということの比

較というものは、我々も非常に重要視されるべきだと思っています。というのは我々プラ

ント協会としても輸出競争力は全然無視されては、業界はやっていけないわけです。かつ

それは技術的に優れたものはいくらでもできると思いますけれども、あまりにも複雑なも

のだと今度は相手国側がそこはやめようということになってしまうわけです。あなたのと

ころには頼みませんということになってしまうわけです。 

 したがってやはり OECD のコモンラインとか、IFC の今度のパフォーマンス・クライ

テリアみたいな、こういうものの参考は常にしていかなくてはいけないと思います。そう

いう意味でほかの国との、いわゆる並行してどんどん進んでいけばいいという問題ではな

いと思います。 

 そこで僕は先ほど来出ているフォーメーションの問題です。検討委員会であれするとす

ごく専門的、細かくなって、かつよりよいもの、もちろんそれがいけないというわけでは

理論的にはないけれども、先ほど言いましたような競争力という点からのあれというのは、

どうしても弱くなってしまう。基本的に環境ということだけであれすれば、それは誰でも

環境はこっちのこれのが、より厳しいほうが、それについてはいいかもしれない。だけど

それのために途上国のインフラ整備が遅れてしまうという側面もあるわけです。あるいは

日本の国益から見たら、極端にいえばプラント産業が立ち行かなくなってしまう。そうい

う問題も含んでいるわけです。 

 したがって僕は新しく環境ガイドラインを作るのだったら、この原科先生が中心になっ

てやられたような、少人数での網羅的なあれというのは必要だとは思いますけれども、も

うすでにできているわけです。５年近くももう実施をしているわけです。したがってある

程度のそれぞれのステークホルダーの方の問題意識はあるわけです。それは小委員会で作

ってしまって、あとでああいうふうにまとめられたと言って、ぶつぶつ言うという声は必

ず出てくるわけです。 

 そういうのはこういう全体的なあれでやる限りは、もし意見があるのだったらその場で

出したらどうですかと。我々例えばプラント協会などでも会員会社にこういうあれでどん

どん出て、直接に発言してくださいということで、具体的にどういう問題があるのか。環

境がいいこと、素晴らしいものができることは、それはそれでいいでしょう。だけどもい

ま言った相対的、全体的な考慮というものは絶対必要なのだと思います。 
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 その意味で僕は検討委員会で、またここで時間もかかります。検討委員会の人数もあれ

しなくてはいけない。人選も非常に手間がかかる。では検討委員会でそういうようにやっ

たら、みんないいかということで納得するかといったら絶対だめで、やはりこういうパブ

リックヒアリングを開かないとだめなわけです。とすると、それだけ手間もかかる話にな

るわけです。 

 というのが私の意見で、その意味では検討委員会自体は極めてロジカルに、それができ

ればより精緻な、しっかりしたものができるかもしれません。それを否定するものではあ

りません。しかしいま言った総合的な観点、それから現在もう５年近くもたって JBIC も

必死にそれを実施しようとして努力している。これを僕は認めざるを得ないと思うので、

それに沿ったような形のもの。それに時間も、それからロードもできるだけかからないよ

うにするということが、僕は必要ではないかと思います。 

 それは環境は大事です。大事だけれども環境だけ考えていればいいわけではないですと

いうことを、僕は参考までに今までのご意見とは全然違うご意見ですけれども、あえて申

し上げたいと思います。以上です。 

 

【司会】 

 ありがとうございました。 

 

【原子力資料情報室・ワイトさん】 

 ２件質問したいと思います。今後プラント委員会の方と議論をするのを楽しみにしてい

ます。検討委員会などという話がいま出ています。あるいはもともと原科先生が進めたよ

うな形でやるのか。でも例えば検討委員会などをつくるなら、藤平さんはこの広い場だけ

ではなくてほかの場でも議論してもいいとおっしゃったのですけれど、その場合それも記

録が残るか、公開されるのかという点について聞きたいと思います。そういうことをやる

なら、ぜひそれも公開するべきだと思います。 

 そして２点目です。ドラフトを先に作るかどうかということですけれど、藤平さんがお

っしゃっていることは分かりますけれど、ドラフトは一度出たらどうしてもそれに絞って、

議論が狭まるのではないかということを心配しています。そして NGO 側が出したガイド

ライン改訂プロセスについての要望書に書いてあるようなこと、その中身をちゃんと議論

すると、ドラフトとこのようなことを同時にすることは時間的に難しいと思います。だか
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ら結局このようなことを、共通意識をつくってからドラフトを出したほうが、この会を開

くときでも進めやすいのではないかと思います。以上です。１つ目は質問だったので、ぜ

ひそれについての答えを聞きたいと思います 

 

【国際協力銀行・藤平】 

 ご質問の点に関しては、これまで私が思っていたことと、先ほど私がコメントした内容

のときにどう考えていたかということでお答えします。そこのところは一貫しております

けれども、この場というのは意思決定をしていく場など、そういう大層なものと考えるの

かどうかというところはありますけれども、ここをメインでやっていきたいというように

申し上げました。 

 ということはここの結果というものが記録にも残りますし、それは透明性を確保してい

くということになる。ただそれだけでは議論を尽くせていない、あるいは自分たちの意見

が聞かれていない、あるいはクラリファイしたいところがあるという方々に対して、いわ

ば非公式なところでも何も対話などはしませんというのは、それはさすがにあまりにも悪

い意味でよろしくないやり方なのだろうと思っていますので、この場ではないところでミ

ーティングはさせていただくということはやります。ただしそれは非公式です。 

 ただそこでやった内容というものは何らかの形で、こういう場での議論に反映されるこ

とがあるでしょうということです。したがって、これ以外のフォーラムとか何か特別なセ

ッションか、あるいはその前のミーティングか分かりませんけれども、それについては、

議事録は残すつもりはありません。私の考えです。そういうつもりで今お話をしています

し、先ほどの発言もそういうことです。 

 それからドラフトという言葉がかなりセンシティブに響いてしまったところがあるのか

もしれませんし、実際いま伺っていると、ドラフトというものを次回に対して提示をする

ということです。それがそういう環境になっているかどうかというご意見もあるでしょう

し、あるいはそれそのものをやる。私のようにたたき台だというか、一応参考までにとか、

あるいは私どもの考え方をそのドラフトという形で体現するためにということで、それに

こだわるということではまったくないのですと申し上げていても、真意が伝わらないとこ

ろがあります。 

 それからほかにやるべきことがあるというご意見も結構あると伺いました。例えばその

論点を整理すべし。実施状況というものに絡めた論点の整理。それから同じくこれは将来

 44



の改訂に向けての参考情報としての他の機関とか、OECDコモンアプローチというものの

現状とか比較など、そういった情報。こういったものは皆さん提供してほしいし、提供す

べきだというご意見だと理解しました。それは次回の会合においてのアジェンダにぜひ乗

せたいと思います。皆さんもそれでよろしければということですけれども、ぜひ乗せたい

と思います。 

 そうやっていると確かに正直言って私どもに作業が発生する話なので、ドラフトなど作

っている場合ではないという話になるかもしれません。実際問題ドラフトも作ったところ

で、それについて「てにをは」を議論するところではないというように申し上げながらも、

たぶんまともに議論するということができないだろう。逆にいうと、それは論点整理の議

論の１つの材料ぐらいにしかならないというところもある。 

 であれば次回ドラフトを提示するということは控えても結構です。そのほうが素直なや

り方だというところというのは分かりますので、皆様方の関心が実施状況の確認とか、あ

るいは改訂に向けての論点整理とか、あるいは他機関との比較だというところにまずあっ

て、そこの議論を尽くすべきだとおっしゃるのであれば、私どももある意味注力できるこ

とになるので、議論を効率的に進めるという観点からいっても、ドラフトそのものを次回

出すということについては私も今でもしたいは思っていますけれど、こだわるつもりはご

ざいません。 

 

【司会】 

 今お話がありました論点整理なり、あるいは他機関のというところで、皆様いろいろな

方からこの点ご意見あればと思います。 

 

【地球・人間環境フォーラム・満田さん】 

 いま藤平さんが非常にいいまとめをしていただいたのですが、それに加えてぜひ NGO

から今回出された提言書の内容をプレゼンする場を設けていただきたい。今日は JBIC さ

んが非常に丁寧に実施状況レビューのご説明をされたわけですが、それについて私どもと

してもぜひそれはそうですという部分と、でもこれは少し違うのではないですかという部

分もあります。それについてのコメントをぜひ聞いていただきたい。そういう場をしっか

りと設けていただきたいと思います。以上です。 
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【司会】 

 分かりました。ほかにございますか。こちらの方、先にどうぞ。 

 

【市民外交センター・木村さん】 

 この提言書と要望書を出した団体の１つです。今いろいろと違う感じのこと、動きが出

てきたのかと思いますけれども、先ほどの日本プラント協会さんの意見など私は非常に参

考になりました。やはりそういった意見というのはふだん我々が仕事をしている上でなか

なか触れる機会がないのです。もっといろいろなこの場にいらっしゃる方の意見などもせ

っかくですから聞きたいのですけれども、やはり 80 人とこれだけいると一見開かれてい

るようでいて、なかなか逆に意見が出にくい。さっきからずっと下を向いて黙っていらっ

しゃる方のほうが大多数ですので、そういう意味もありますので、このコンサルテーショ

ンというやり方で続けていくということのメリットというのは、私はいま少し見えないと

思っております。 

 先ほどから提案している研究会なり検討会というものを、例えば先ほど個別の議論につ

いてはそういうものもありなのではないかというお話も出ましたけれども、先ほどドラフ

トも次回にやらなくてもいいかもしれないというお話も出ましたので、ぜひそれの方向で

検討していただきたいというのがまず１つです。 

 それからもう１つは、私はこの確認をやる、それから改訂をするに当たって、ぜひ英語

での情報公開と海外からのフィードバックをというものを８月ぐらいの段階から申し入れ

させています。例えばこの確認調査報告書について、英語で公開していただくという可能

性についてはいかがということを少しお聞きしたいと思います。 

 

【司会】 

 では今の最後のご質問の点はいかがですか。 

 

【国際協力銀行・藤平】 

 少し疲れてきていまして…（笑）。英語の話ですよね。これは今やもうお話ししてもいい

と思いますけれど、こういうフォーラムを設立するというかつくるというか、設ける前に、

NGO さんとは有志の方ですけれど何回か対話をしていたところでもお話があったことで

す。当然まだ英文のほうはありません。できていないというか追いつかなかったというの
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が正直なところです。 

 ここから先は皆さんの、要はほかの方々のご意見も踏まえた上で、やはり JBIC のガイ

ドラインとか、改訂に向けてのクローズに書いてある趣旨というものに鑑みた場合に、こ

の報告書に当るものも英文版を作成すべしだということで、ある程度のご意見が集約する

のであれば作るつもりでおります。作らなければいけないのかと思っています。 

 ただ、いま申し上げたとおり、先ほど満田さんからお話があったとおり、ある程度こう

いう方向でというようなことを申し上げました。つまり論点整理の話とか、それから他機

関との比較など。これはかなりの部分は私どものほうで NEXIさんとともに作業をしてい

くことになります。原科先生からもあまり間を空けるのはいかがなものかというようなお

話もありました。 

 普通に考えれば時間がどんどんなくなってくる。マンパワーは少ない。こういうような

中で、私どももさすがに徹夜を続けるわけにはいきませんので、ここに出られてなくなっ

てしまいますので、そういう意味ではプライオリティはつけざるを得ないだろうとは思っ

ています。そういう意味では皆さんのご意見も踏まえた上で、やはりこれは作ってしかる

べきタイミングで英語版を出すべしということであれば、出す用意はあります。 

 

【日本貿易会・平尾さん】 

 改訂案のドラフトの件ですけれども、今回の改訂、あるいはガイドラインそのものは融

資主体である JBIC さん、それから保険引き受け主体である NEXI さんのものですので、

もちろんステークホルダーの意見を聞きながら改訂していくということではありますけれ

ども、ドラフトという形でなくてもいいと思います。論点整理という形でもいいとは思い

ますが、できるだけ JBIC さん、NEXI さんとしての考え方、論点整理、あるいはドラフ

トでもいいですけれども、それを早く出していただきたいと思います。ステークホルダー

側の論点整理も出していくというのも大事だとは思いますけれども。以上です。 

 

【国際協力銀行・岡崎】 

 コンサルテーションのやり方について私どもの藤平が強調しているやり方を提示してい

るのは、国際協力銀行の顧客が誰か。それはとりもなおさず融資を借りる日本の企業です。

委員会形式を採った場合に、日本の企業の皆様の声をどうやって吸い上げるかということ

になりますと、通常のやり方ですと業界団体にお願いをして代表を出していただく。 
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 そうするとその方が常に代表として業界の意見を集約できるかどうかというのは、結局

その委員会に出るたびにその業界に所属している企業に、今度こういうことをこの場で議

論するけれども何か議論はありますかというプロセスを経て、それをまた集約をしてこの

場に来ていただくということにおそらくなってしまうのだろうと思います。私たちはでき

れば世の中の動きも進んでいますし、それから来年の 10 月の組織の再編ということも控

えておりますので、なるべく多くの方の意見を限られた時間の中で吸い上げる仕組みを考

えたいと思いまして、こういうやり方を取っております。 

 業界団体は代表を送ることはできますけれども、JBIC のユーザー、借入人にはなり得

ないです。１社１社の意見もおそらくあるはずです。ですからそういう意見をお持ちの方、

あるいは私どもが融資をする際にご一緒に融資をする日本の民間金融機関の皆さんの意見

というものを、限られた時間の中でその場でどんどん発言をしていただきたい。そういう

ことでこの道をいま提案をしています。 

 この道を採ったほうが、例えば満田さんが先ほどおっしゃった NGO の側から見た意見

を言いたいといった場でも、こういう場がメインであれば、NGO の皆さんが何を考えて

いるかということがより多くの方に一遍に伝えることができるのだろうと思います。委員

会形式であればごく限られた方が聞いて、議事録ができ上がるまで待たなくてはいけない

ということになってしまいますので、こういうやり方を採りました。 

 もう１点だけ申し上げたいのは、前回ガイドラインを作ったときは日本輸出入銀行と海

外経済協力基金が１つになって、非常に援助から国際金融まで１つの機関がやる。その機

関にふさわしい新しいガイドラインを作り上げようという気運が大前提にあったのだと思

います。しかし残念ながらこれは日本政府の決定ですから我々は従わなくてはいけないの

ですが、今度はこの機関がまた２つに分かれてしまうわけです。 

 今度できる、今日テーマにしている国際金融等業務を引き継ぐ機関というのは、これは

日本企業の支援、日本企業の国際競争力の維持、あるいは資源の確保ということが明確に

書かれている機関になります。その機関が持つガイドラインとして何がふさわしいのかと

いうことを前提に、我々は議論をしたいと思っています。ですから例えばよりクリエイテ

ィブなものを作りたいという発想はあるかもしれません。一方で先ほどプラント協会の方

がおっしゃったように、そのことが日本企業の国際競争力にとってマイナスになってしま

ってはいけない。少なくとも国際的な水準は維持するけれども、それを踏み出すに当たっ

ては慎重にならざるを得ないと思います。 
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 私はずっと昨年の９月まで OECD の交渉に出ておりましたけれども、OECD の機関に

よって OECDで決まりましたので自動的に変えましたと言って、ガイドラインを変えて終

わりの機関が大半です。こういう場を取っているところはあまりありません。ですが我々

は新しい機関をつくるということで、これまでの４年間のパフォーマンスの評価も含めて、

皆様にも情報を提示しているということはご理解いただきたいと思います。 

 コンサルテーションのやり方についてはお互いの考え方の違いもあります。我々はでき

ればより多くの情報を同じタイミングで皆さんと共有して、議論を深めたいということで、

こういうやり方を提案しているということをご理解いただければと思います。 

 

【日本機械輸出組合・藤井さん】 

 今までの議論を聞いておりまして、ドラフトなのか、その前なのかというような話があ

りました。JBIC さんのお話をお伺いしますとこれはたたき台ということですし、今回の

ガイドラインは全面的な改訂ではなくて、NGO さんからもいろいろ提言等が出ておりま

すけれども、全面的なあれではないので論点整理とドラフトのたたき台、これは考え方だ

と思います。そこは、私は議論を聞いていて並行してやっていけるのではないのかと思っ

ておりました。 

 ただ藤平さんのほうから、そこはというあれがありましたので、そこは JBIC さんのほ

うにお任せはすることになると思います。ただこういうように皆さんのいろいろなご意見

を聞いていますと、なるほどいろいろな考え方があるのだというのを私は横で聞いていて

実感しました。やはりベースはここのオープンコンサルテーション方式でやっていくべき

ではないのか。 

 それから別途いろいろご意見等は JBIC さん等がいろいろ聞いて、そしてドラフトにし

ましても NGO さん、それから産業界のほうからもいろいろこれから要望とか提言が出て

くるのではないかと思います。そういったものもちゃんと加味して含んで咀嚼して、そし

て考え方というものも提示していただけることになると思いますので、こちらのオープン

コンサルテーション方式をベースにやっていただきたいというのが意見です。 

 

【FoE Japan・神崎さん】 

 いくつかありますけれども、１つ目に先ほどの藤平さんがまとめられていましたような

論点の整理ですとか、あるいは他機関のガイドライン、政策がどのように変化したかとい
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うような情報共有というのは、まずやったほうがいいだろうと思います。ただ論点整理に

先立ちまして重要なことというのがあります。それは各ステークホルダーがどこを課題だ

と思っているか。あるいはそれぞれの評価があるでしょうから、その評価のポイントとい

うものを共有し合って、それから論点が整理されていくのだろうと考えます。 

 そういう観点でいいますと、JBIC さんのこちらのご報告いただいた実施状況の確認調

査の中でも問題点というものが出てきたのであればそれを共有していただきたいですし、

また NEXIさんのほうからは今日特に何もご報告というか、そういったものはございませ

んでしたが、ぜひ今後そういったような問題意識、あるいは課題など共有していただきた

いと考えています。 

 ２点目ですけれども、たたき台とかドラフトについてです。やはりそういったものが出

てくると、それにどうしても引っ張られてしまうというところがあるかと思いますので、

まずは先ほどの問題意識の共有、論点整理というところをはじめとしてやったほうがいい

かと思います。 

 最後になりますけれども、私は先ほどプラント協会の最初の方がおっしゃっていたよう

な、情報共有というかこの場でできるような部分ももちろんあると思います。ただ具体的

な議論の論点が整理されて、具体的に議論を詰めるということになると、やはり少人数で

やったほうがいい部分も出てくるだろうと思います。確かにおっしゃったように立場の違

いとか、考え方の違いというものがあると思いますけれども、検討委員会のいいところは

お互いの立ち位置というものを認識した上で、合意形成、情報共有をし、それから相互理

解を図って、何となく合意形成がされていくという点ではないかと思っておりますので、

ぜひそういったような形式を取っていただきたいと考えています。特に求めたいのが第三

者性の高い議長を置いていただくことは、特に強調させていただきたいと思います。以上

です。 

 

【原子力資料情報室・ワイトさん】 

 最初からたぶん私は１つ誤解していることがあるかもしれないけれど、岡崎さんがおっ

しゃったことの中で、議事録が大変になると言ったと思います。この会は議事録は残らな

いですか。 
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【司会】 

 残ります。 

 

【原子力資料情報室・ワイトさん】 

 だから議事録はどんな形をやっても、議事録は同じぐらい大変になると思います。だか

ら例えばこういう会があって、研究会などがあって、また藤平さんが言ったような非公式

な話もあるかもしれないけれど、とにかく正式な小委員会か何かができたら、その議事録

もぜひ残していただきたいと思います。非公式な話ももちろんいろいろな形は可能ですけ

れど、できるだけ本当に正式的に議論しているような場であれば、議事録が残るべきだと

思います。以上です。 

 

【司会】 

 最初に申し上げましたように、この会合の議事録というのは逐語で取らせていただきま

す。それを公表させていただくということになっております。 

 

【FoE Japan・清水さん】 

 何点かありますけれど、まず１点目は先ほどのプラント協会の方がおっしゃっていたと

思いますけれども、検討委員会のほうでは例えば総合的な観点から国益も含め、もしくは

プラント業界さんの業界団体としての利益ということも含めた議論が、もうしにくいとい

うような趣旨のご発言があったかと思います。私は、それは検討委員会の場であっても、

この場であっても議論がしやすいかしにくいかというのは同じなのではないかと考えてい

ます。もしもその件について検討委員会ではそこの点で何が障害になっているのかという

点が分からなかったので、教えていただければと思いました。 

 それから検討委員会のほうが時間がかかるという意見もありましたけれども、むしろ私

は検討委員会のほうが非常に議論が複雑になってしまうのではないかというように思いま

す。といいますのも、この場で議論する。この場でクラリフィケーションされないところ

であるとか、情報が足りない部分に関しては、この外部で個別に議論をする。その次にこ

この場で議論をしたときには、外の場で議論を持った人たちでは合意形成ができていても、

そのほかの不特定多数の方たちにはその場でどういうような議論が行われて、どういう結

果、その結論にその会合で至ったのかということがまったくわからないまま、ここの場で
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コンサルテーション会合が行われてしまうのではないか。そうすると議論の継続性という

観点、それから情報共有、それから合意形成という意味で、非常に JBIC さんとしてもや

りにくいのではないかと感じました。 

 ３点目ですけれども、NEXI さんの実施状況の確認について、JBIC のものと共有した

いというお話でしたけれども、共有できる部分も確かにあるとは思いますけれども、一方

で JBICと NEXIのガイドラインを比較してみると違う部分もある。例えばカテゴリ分類

などに関しては違う部分がありますので、そういう点に関してこれは改めて調査なり何な

りというものをするべきなのかどうなのかということも含めて、検討する余地があると考

えています。 

 

【司会】 

 申し訳ありませんが、２点目を簡単にもう１回おっしゃっていただけますか。 

 

【FoE Japan・清水さん】 

 ２点目ですけれども要約して言いますと、つまり検討委員会のほうが時間がかかるので

はないか…。すみません、先ほどどなたかの懸念として、検討委員会のほうが時間がかか

るのではないかというような懸念がありましたので、私はそうではなくて検討委員会のほ

うが効率よく議論ができるのではないかというコメントでした。分かりにくくてすみませ

ん。 

 

【司会】 

 先ほどのご質問で、お願いします。１点目のご質問ということですね。 

 

【日本プラント協会・松本さん】 

 先ほど JBIC の岡崎さんがお話ししたように、各こういう検討委員会をつくったときに

は代表というのはおそらく協会の誰か、必ずしもそうではないかもしれないけれど、いず

れにしても代表という形で出る。それで何人かで構成する。ところが先ほど来私が言って

いますように、この環境の問題というのはものすごくいろいろな問題を含んでいます。 

 それでなかなかこういうことで、検討委員会でこうならざるを得ませんでしたと仮に代

表のあれが言っても、なかなか納得してもらえないケースが多いわけです。具体的にこう
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いうケースがあった、ああいうケースがあったという各社それぞれのバイヤーとの交渉、

その他で持っているわけです。それがいかに不都合だったかと、こういうものが直接にそ

の人が言って、こういうパブリックコンサルテーションがあって、具体例を述べて、それ

で皆さんにご説明して納得してもらえるのか、もらえないのか。 

 そういうようにやってもらえれば、先ほど言ったようにテーマは絞られているわけです

から、岡崎さんが言うように２度のあれになるわけです。協会としてだったら全体のあれ

を集約して検討委員会に持っていく。だけどそれは当然何人かの人とあれで十分に理解…、

代表は理解といってもこういう環境の問題というのは極めて複雑なあれですから、納得と

いうことはないわけです。代表というのはあれというのは、常にこの辺でしようがないか

というコンプロマイズです。僕は環境というものはそういうものだと思います。 

 だから NGO の方のあれは環境の理想形みたいなものを描いておられるから、それはそ

れで分かりますけれども、それは必ずしもそれだけでは商売、実際の実務のあれでは動い

ていかないというのが、我々実務社会にいる人間の率直な感じです。それから率直な経験

です。だからそういうものをお話しして、もちろん分かってもらえるかどうか分かりませ

ん。だけどもそういうものを直接こういう場でぶつけてもらえれば、それが結局あまり受

け入れられなくてだめだったら、その会社の人はしようがないかとあきらめてもらえるわ

けです。 

 そういう焦点がまだはっきりしないのだったらば別ですけれども、皆さんものすごく、

少なくとも産業界の方々みな各社とも、環境の問題については実際上悩まされているわけ

です。いろいろなあれで、コモンラインとか何とかあれしても、やはり実際の運用という

のは国によってかなり違います。そういう実情というのはよく分かっているわけです。し

たがって、僕はそういう人で文句、意見のある人は直接ここに来てぶつけてもらったらい

ちばんいいというのが、時間の節約にもなるというのが意見です。以上です。 

 

【司会】 

 今お話がありましたが、産業界の方、あまり今日はご発言がないかなと。プラント協会

はもちろん、あるいは輸出組合等はございましたけれども、それ以外の産業界の方どなた

かご意見があればお願いできませんでしょうか。あるいは銀行の方もいらっしゃるかもし

れませんが。どうぞ。 
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【日本経団連・吉村さん】 

 経団連というと NGO の人からはどう見られているのか少し不安はありますけれども、

日本のほぼすべての大企業と業界団体の方々に加盟していただいている総合経済団体です。

ただ NGO との連携については非常に熱心に取り組んでおりまして、ジャパン・プラット

フォームの話をはじめ、いろいろ関係の団体から NGO への補助金を出したりしていると

いう立ち位置にいるということをまず最初に説明させてもらわないと、松本さんの著書に

変なふうに引用されても嫌なので一応申し上げています。 

 その上で NGOの方の検討委員会というものの提案について、私自身よく分かりません。

NGOの方はよく前回の環境社会配慮ガイドラインを作ったときに、NGOは最初から研究

会なるものに入ったのでとてもいいものができたというような話をよくされるのですが、

今日資料にも原科先生が配られたように、個人のレベルで非公式な形で議論したものがた

たき台ですということで、経済界の人がどれくらい入ったのかというのは、違っていたら

教えてほしいのですけれど、たぶんほとんど関与なく決めていったのかという感じです。 

 それでここに書いてある要望書で研究会が非常によかったと書いてあって、今回につい

ても検討委員会をやれと書いてあって、産業界代表というのも書いていただいているので、

産業界の意見は必要だということは認識してもらっているのだと思います。そこの前回の

研究会なる、ある種レジティマシーがあるのかないのかよく分からないようなところでや

るというものと、今回ご提案されている検討委員会なるものの位置づけというのは違うの

か、同じなのか。これは NGO さんの側からはどういうように考えられているのかという

のを教えてほしい。 

 それからやることとしての改訂に向けた具体的な提言を行うと書いてあるということで

すけれども、これは別に新しいガイドラインの素案を作るとかそういうことではなくて、

こういうことを入れたらいいとか、そういうアドバイスというか提言みたいなものをまさ

にやるという機能ですという理解をしておけばいいのかということ。それから検討委員会

が仮に設置されたとして、そのあと大衆討議みたいなこういうものをもう１回そのあとや

れということを想定されているのかどうなのかなど、少し検討委員会という言葉がやや独

り歩きしているような感じがしていて、一人ひとり受けている印象が違うのではないかと

いう感じが少ししたものですから。 

 私は基本的にはこのパブリックコンサルテーション・フォーラムが基本で、専門的な方

が必要に応じてそれはそれで集まればいいのではないかと思っていますが、共通の理解に
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立った上で議論をするという意味では、まず最初に NGO の方のおっしゃっている検討委

員会はどういうものなのかというものを、もう少し教えてほしいということが１つです。

これは NGOさんへのご質問。 

 あとは先ほどから例の次回ドラフトを出すということが議論になっていますけれど、当

然ドラフトを出すからには JBIC さんも問題意識とか論点を頭の中には整理された上で出

されるのであって、根拠なくこう変えてみようという話では当然ないわけです。だから論

点整理、こういう場でステークホルダーにこうですという資料を作るかどうかという問題

はあるのかもしれませんけれど、基本的には JBIC さんの中でもう問題意識を持って論点

を整理されて、それを基に改訂されるという頭の整理だと思います。 

 一緒にやることも案を出してこれを変えたいと思っているのは、これこれこういう背景

がありますという説明をすることもできると思うし、問題意識としてこれこれこういう論

点があるというものを先に出してから、ついては、ではこういうように変えますという説

明をすることもできる。それは手法というかやり方の問題ではないかと思っています。

NGO さんが先に論点整理を提示しろという話が多いようで、そっちをやるべきだという

のがこの会合のコンセンサスであれば、その説明の資料を先に一生懸命 JBIC さんが作ら

れればいいというだけの話かという気がしている。そこはあまり内容にはあまり関係ない

というか、手順の問題ではないかという感じがしています。 

 あとすみません、なるべく早く終わりたいと思いますけれど、議長の第三者性という話

です。これはよく出るし、我々もいろいろなペーパーを書くときによく独立性とか第三者

性と書きますけれど、この種の非常に関心を持って集まっている人とか学者の人で、いろ

いろ勉強されている方、あるいは仕事で絡まれている方で、第三者性のある人というのは

誰なのだというのは、具体的に誰なのだというところまで考えていくとよく分かりません。 

 学識経験者が第三者性があるなどというのは幻想で、勉強すればするほど立ち位置があ

るはずです。だから原科先生は帰ってしまいましたけれど、原科先生が議長をやったらみ

んなが納得するのかといったら、たぶんそんなことはないと思います。だからそうやって

考えていったときに、私は個人的には専門性もあって、実際に仕事をやっていて、改訂し

たあと自分の責任としてやらなければいけない JBIC の人が議長をやって何でおかしいの

かという感じを持っています。これは異論があるのかもしれません。これは私の意見です。

とりあえずそんな感じです。すみません。 
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【司会】 

 ありがとうございます。最初の点はご質問ということですか。お答えいただける方が…。 

 

【日本経団連・吉村さん】 

 検討委員会なるものがどういうものかというのは、もしよろしければ NGO の方からお

話をいただきたい。 

 

【司会】 

 それはもしお答えいただける方がいらっしゃれば。 

 

【日本経団連・吉村さん】 

 あとは意見というかコメントなので。 

 

【司会】 

 ではお願いします。 

 

【メコン・ウォッチ・福田さん】 

 関心を持っていただいてありがとうございます。ご質問にお答えするということですが、

まず前回の JBIC の環境社会配慮ガイドラインを作るときの改訂委員会というのは、完全

に JBIC という組織とは切り離された形で置かれたものでして、JBIC の職員の方にも入

っていただきましたが、これはあくまでも個人の資格でということで、それから学識経験

者の方、省庁の方、NGO。その場には私の記憶が正しければ、おそらく産業界の方は入っ

ていらっしゃらなかったと思います。それからこれは非公開ではなくて公開の形で行って

おりまして、議事録等はすべてウェブサイトに、今でもウェブサイトで見ることができる

形になっております。 

 今回提案させていただいている検討会というのは、基本的には私たちのイメージは

JBIC が主催して、各ステークホルダー、それから専門家が参加して行うものという形で

して、必ずしも前回と同じ形態を提案させていただいているわけではありません。 

 提言ということですが、正に今のガイドラインをどのように変えるべきかということを

検討委員会として、国際協力銀行に対して提言を行う。その提言の内容というのはそうと
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う具体的に、この文言をこうやって変えたほうがいいのではないかという提言を行うとい

うことを想定しております。 

 それからその提言の結果を受けて、今度は JBIC さんのほうで実際に JBIC としてはこ

ういうように変えたいという、JBIC としての案を作っていただくということにもちろん

最終的にはなるわけで、これを受けてパブリックコメントと、こういった形でのパブリッ

クコンサルテーションを行ってはどうかというのが私たちの提案の全体像です。申し訳あ

りません、必ずしもペーパーからはその点がクリアではなかったかもしれませんが、そう

いうお答えでよろしいでしょうか。 

 それからもちろん検討委員会そのものは、先ほどから検討委員会で委員だけが議論する

のではないかという話が若干出ていますけれども、検討委員会そのものは当然公開で行い、

議事録も公開する。そこには当然当日に参加される方がいらっしゃれば、それで発言して

いただいて、ぜひ議論を一緒にさせていただきたいというように思っているということで

す。 

 それから２点目について、少しだけコメントさせていただきます。私たちが先ほどから

話しているドラフトを出すか出さないかという議論は、確かに手順の議論であり、やり方

の議論に過ぎないわけですが、だからこそ私たちはやり方の議論にこだわっているという

部分があります。やはりある一定のここに参加している人たちが共通の基盤、情報の上に

立ってどこを変えるべきかという議論をしていかないと、JBIC が今こういう案です、こ

ういうテキストですというものを出されてしまうと、各参加者はそれに引きずられてしま

うと思います。 

 例えば僕らがいま提案させていただいた提言がありますけれども、それは例えばそこに

JBIC の案として入っていなければ、それは何で入っていなかったのかというように僕ら

としては聞きたくなってしまう。そうすると結局 JBIC対産業界であったり、JBIC対NGO

だったりというやりとりが始まってしまって、私たちが今どういうように考えていて、ガ

イドラインをこう変えていきたい。あるいは実際のユーザーである企業の皆さんがどう変

えていきたいということの間の共通理解だったり、やりとりだったりというのは困難にな

ってしまうのかというように思っているので、ぜひそこの共通理解を最初につくった上で、

次にどういうようなことを変えていこうかという議論に入っていただきたいというように、

私たちとしては考えている。これはまさにやり方の問題であって、やり方の問題に私たち

としてはこだわっているというところです。以上です。 
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【国際協力銀行・藤平】 

 今いろいろなお話を伺って、私がここに臨む前の考え方からだいぶ変わったところもあ

ります。そういう意味では必ずしもある１つの関心事項というか、特定のステークホルダ

ーの方々の意見だけが表明されているわけではないと感じたところがある。そういう意味

ではやはりこのフォーラムをやってよかったと思っています。逆に言うと、それはものの

考え方なので最後は原科先生、あるいは NGO の方々と私どもの考え方の違いということ

にしかならないので、結論は何らかの形で決め打たなければいけないと思います。 

 逆に言うと、これだけの方々が、全員の方はご発言されていませんけれども、100 人か

らの方がこのフォーラムに来ていただけているということは、それだけ関心を高く持って

いただいているということであって、そういう意味ではこのフォーラムで一方的な議論に

だけなっていないということから言っても、やる価値はあるのだろうと、改めて意を強く

したところはあります。 

 それでいくつか論点がありましたけれども、私なりに整理をして、私なりの提案をさせ

ていただきたいと思っています。まずドラフトについては、次回はいつになるか分かりま

せんけれども、出すのは控えたいと思います。正直間に合いません。その代わりというか、

では何を議論するのか。まさしくそれを今日議論して決めたかったと思っているわけです

けれど、これは提案なので最終的には皆さんの意見を伺った上で議長がまとめられると思

います。 

 論点の整理に当たるものといっても、私どもなりにどういうところが改訂のポイントに

なるかという論点は整理したいと思います。ただそれは、かなりそれがセンシティブな話

らしいのでドラフトという形にはしませんけれども、こういうような内容のものというも

ので、私どもなりの考え方を整理したいと思います。 

 一方、NGO さんのほうからもご自身のお考えというものがむしろこういう形で表明さ

れたり、あるいはプレゼンをされたいということがあったので、それは簡潔にプレゼンを

していただきたいと思います。その基になるのはこの提言書だという理解でよろしいです

ね。 

 さらにこれはメコン・ウォッチさんだったかと思いますけれども、私どもがまとめた私

どもなりの実施状況報告について、さらなるご意見なり、あるいはご質問なりというもの

があるのであれば、これは恐縮ながら時限を区切っていただいていついつまでに出してい

ただく。それを踏まえて私どもは作業をする。ある程度作業ができるだけのリードタイム
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はいただきたいのですけれど、ということをやる。そういうものを含めた論点整理に関す

るサブ項目というものがいくつかあって、それを大項目としての論点、改訂に向けての論

点整理というようなことで次回の議題の１つ目にしたい。 

 ２つ目はこれもどこまでできるかというところはあります。確かに私ども国際機関等々

のやり方というのはリサーチしております。なのである程度出せるものはありますが、ど

こまで出したらいいのかというところも確かにありますので、出したらいいのかというの

は出す、出さないの問題ではなくて、出して意味があるのかという意味です。それはあり

ますけれども、それは皆様がお求めになるのであれば比較とか、あるいはコモンアプロー

チの話といったものについて、できるだけ私どもの視点から見て分かりやすい資料という

ものを用意したいと思います。これも大きな点でいけば論点整理というものの１つかもし

れません。独立して第２項目とするということではなくて、大きな意味での論点の話とい

うことでまとめてもいいと思います。 

 いずれにしてもそれが４番目に来るのですかね。１番目が私どもなりの論点整理。２番

目が NGO さんからのプレゼン。３番目が私どもの実施状況報告というものに対する何が

ご意見、ご要望があれば、それを事前に受けた上で私どもがそれに対してどう考えるかと

いうことをご披露する。４番目が他機関との比較とかそういった話。私どもがご用意でき

る資料。 

 おそらく次回はそれで終わってしまうのではないかと思います。その上であえて申し上

げます。これだけ皆さん関心が高くていらっしゃるので、次回はこのコンサルテーション

フォーラムの形式でやらせていただきたい。時期は分かりません（笑）。やはり年末年始と

いうものがありますので、12月というのは原科先生もきついとおっしゃっていたので年が

明けると思いますけれども、そのあとの話としては１カ月半などというのは生ぬるいとい

うお話がございました。そこは短くできるよう努力してまいりたいと思っています。私ど

もとしてはこのコンサルテーションという枠組みは維持したいと思っていますし、維持す

る価値があると今日の議論を踏まえて思いました。これが私どもから今日申し上げられる

ポジションだと思います。JBICばかりしゃべっていますけれど、NEXIさん。 

 

【司会】 

 NEXIの方、いかがですか。 
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【日本貿易保険・山本】 

 大変皆さんからいろいろなご意見をいただいているので、そういう意味ではいま藤平さ

んがおっしゃったように、こういうやり方を維持する中で先ほどから出ているような論点

整理の点というようなことを含めて、個別具体的に対応していければと思っております。 

 

【司会】 

 一応予定されている時間も過ぎておりますが、今 JBIC、NEXI のほうから今回の会合

のまとめと次回の提案のようなことで発言がありましたけれども、もう１回整理をさせて

いただきます。今日の議論をお伺いしても、いろいろな方から論点を整理するのは非常に

重要なことだというようなご発言がありまして、その認識が共有されているのかというこ

とだと思いますので、今 JBIC からの提案にもありましたように、論点整理というのは次

回やる必要があるのかということかと思います。 

 それに当たりましては JBICのほうから JBICのほうとしての、あるいは NEXIもとい

うことかと思いますが、自分たちで考える論点というのはこういうところであるというよ

うなことを皆さんのほうにご説明をして、それに関してご意見をいただく、あるいは議論

をするということが１つ。 

 それから逆にご提言等もいただいております、NGO さんのほうからのプレゼンという

場をつくるということですけれども、これにつきましても皆さんと共有をしていただくと

いうことは非常に意味のあることなのだろうと思います。ただもしほかにおやりになりた

いという方がいらっしゃれば、ご連絡いただければと思いますがそれはどうしようかな。

どこかのタイミングで改めまして、私どもの藤平でいいのか…。 

 今 NGO さんのほうから先ほどのご提言に対するプレゼンはしたいというご要望があっ

たという理解でよろしいわけですよね。それ以外にもしいらっしゃればお願いできればと

思いますが、ございますか。はい、どうぞ。 

 

【地球・人間環境フォーラム・満田さん】 

 おそらく NGO サイドからこの提言および JBIC さんの実施状況レビューに対する、

NGO としての考え方というものをぜひプレゼンさせていただきたいと思いますが、その

点はいかがでしょうか。 
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【司会】 

 この提言の内容および実施状況に関する意見、コメントということですか。それは JBIC

側はよろしいですか、NEXI の側はよろしいですか。ではそれはそういう形でやっていた

だければというように思います。それ以外の方、もしあまりプレゼンというか、されよう

という方がいらっしゃらないようですので、それではプレゼンにつきましては１つという

ことでよろしいですか。どうぞ。 

 

【国際協力銀行・藤平】 

 それは非常に貴重なご意見なので、私どもの実施状況報告に対するコメントというのを

いただくというのはもちろん結構です。もしマテリアルをご用意されるのであれば、これ

もある程度ルールにさせていただきたいと思いますけれども、会合よりも前の段階で皆さ

んが目を通してその場で読むということに…、といいながら私ども実施状況報告を今やっ

ていますけれど、これはちょっとご勘弁いただいて、次回以降は私どもは必ず事前にと思

っていますので、そこのルールはお守りいただきたい。 

 それからそれに関連する話で、私どもの実施状況報告に対する質問とか、そういったた

ぐいのものについてはもっと手前になると思いますのでどうでしょうか。これは今日から

１週間以内に何か質問があればというのではいかがか。コメントは別です。それから同じ

ようにほかの産業界の方々、ステークホルダーの方々でもプレゼンをされたいとか、こう

いうことで意見表明をしたいというようなこと。それは第２回の会合で言っていただけれ

ばいいので、そういうように手を挙げられる方々は１週間以内に次回でやるつもりですと

いうお話をしていただければいい。 

 要は質問とそれから次回こういうことをやりたいというお話は１週間以内。それ以外の

ものについては次回がいつになるのか分かりませんので、皆さん楽しみに待っていただき

たいと思っていますけれども、それに合わせて私どもがまた基本的に３週間前ぐらいにや

りたいといったところで、このプレゼン資料というかこの資料を使ってやりますというよ

うに言っていただけるように、皆さん方はご用意いただく。こんなことでどうかと思いま

す。 

 

【司会】 

 次回のタイミングがわからない中でなかなか難しい面もあるかもしれませんが、今の提
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案は皆さんいかがですか。そういう形で進めるということでよろしいでしょうか。分かり

ました。どうぞ。 

 

【FoE Japan・清水さん】 

 １つ質問ですけれども、質問は１週間以内に出すということですけれども、各自の質問

を藤平さんに出したその質問とその回答については、すべて公開ということでしょうか。 

 

【国際協力銀行・藤平】 

 質問いただいた内容に関して、それは質問にはお答えできませんという答えもあると思

います。それからこれをやってくれと言われても、作業的に無理ですというものもありま

す。そういったものも含めて、次回の会合のところで私どもからお答えをするということ

です。その場で答えられるものはもうその場で答えましたということで、次回ご報告しま

す。 

 

【FoE Japan・清水さん】 

 ではすべて公開ということでよろしいですか。 

 

【国際協力銀行・藤平】 

 はい、結構です。 

 

【FoE Japan・清水さん】 

 ありがとうございます。 

 

【市民外交センター・木村さん】 

 この実施状況確認調査というのは、例えばウェブ上などで公開されているのでしょうか。

その質問の受付１週間以内というのは、今ここにいる人たちからということになるのでし

ょうか。それともほかからも受け付けられるということでしょうか。 

 

【国際協力銀行・藤平】 

 ウェブには載せるつもりです。その準備もやります。ただ、基本的にここに来られてい
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る方というのは 100人からの方がいらしていて、高い関心を持っていただいている方、も

ちろんご都合がつかなかったということもあるかもしれませんけれども、ウェブ上に１週

間以内に何かあったら質問はということはしないかもしれません。そういう意味ではここ

にいらっしゃる方が、言わばすでにコアメンバーの方々でいらっしゃいます。しかもここ

は私も想定していないようなことをお願いしているし、決めているようなところがあるわ

けですから、それは参加者に優先権があるというのは仕方がないことだと思います。 

 もちろん皆様方を通じて、ほかの方に口頭でお伝えいただくのは結構です。ですからこ

こにいらっしゃっている方以外から１週間以内に質問を受けたからといって、それをはね

るとかそんなことはありませんが、あえてそれをパブリックにぽーんとやるというところ

はたぶんしないと思います。 

 いずれにしてもウェブに公開すれば、何らかのお問い合わせというのはあると思ってい

るので、それはそれで対応いたしますけれども、一応この枠組みで決めている話としては

そういう理解でやらせていただきたいと思います。 

 

【司会】 

 この点はよろしゅうございますでしょうか。それでは途中になりましたが先ほど言いか

けましたけれども、ご提言、それから実施状況に関するプレゼンというのは NGO さんの

ほうから次回にやっていただく。その件に関してはご質問等あれば、今後１週間以内に

JBIC藤平のほうにいただければという話。 

 それから次回につきましてはもう１点。他機関、世の中の動きといいますか、他機関と

の比較なり世の名の動きについての情報共有といったようなものを、可能な範囲でやると

いうような内容で次回あれしていただくというようなこと。それから情報共有ということ

がメインになるということもありますので、形式といたしましては次回については少なく

ともこの形式でやらせていただくというような提案です。こういうことで皆さん、よろし

ゅうございますでしょうか。 

 

【国際協力銀行・藤平】 

 事務的な話ですけれども、何かコメントとかご質問とかというのは、一応私宛となって

いますけれど、もちろん私宛でもいいのですけれども（笑）、すぐにリアルタイムで答えら

れないということがあるかもしれませんので、今回用の参加表明をお受けしたメールボッ
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クスの方にいただけると、私が不在であってもほかの者が見られるということなどがあり

ますので、そういうようにしてください。すみません。 

 

【地球・人間環境フォーラム・満田さん】 

 たびたびすみません。１点だけですが、この JBIC の実施状況に関する質問です。ここ

の場にいない人でもそれはいろいろ質問したいことはあると思います。もちろん次回の会

合の準備などもあろうかと思いますので、次回の会合に JBIC が答える分の締め切りは区

切るのは当然だろうと思いますが、引き続きいろいろなインターネットに掲載したあと、

一般からの質問、コメントは長いこと受け付けていてほしいと希望します。 

 

【司会】 

 それは先ほどのお話でそういうことだと理解しています。それでよろしいですよね。は

い、ということで。 

 

【国際協力銀行・藤平】 

 そういう意味で、英文のほうまで手が回りません。いずれやるということになると思い

ますが、ちょっと確約するのは難しいかもしれません。今は短期的には私どもがやらなけ

ればいけない作業に注力をさせてください。ここはご容赦をいただきたいと思います。 

 

【FoE Japan・神崎さん】 

 先ほどまとめていただきましたように、次回に関してはこの形式で情報共有がメインと

いうことでそれでいいと思いますけれども、検討委員会というような委員会を立ち上げる

可能性については、また継続してお話、議論させていただきたい点だと思います。 

 １点と言いつつすみません、もう１点です。しつこいようですけれども議長に関してで

すけれども、共同議長でもいいと思います。外部の方に一人入っていただくということで、

議事進行というのは非常に私は重要だ、特に議論になってくると重要だと思います。別に

JBICの方を排除するとかそういうことではなくて、外部の方を一人入れていただくとか、

そういうような形でご検討いただきたいと思います。 
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【司会】 

 私に言われても何とお答えしていいやらという面があります（笑）。そういったご意見が

あったこと、形式も含めて、それから議長の件。それは今回の記録としてもちろん残りま

すし、JBIC のほうでも当然認識していることだと思いますので。ありがとうございまし

た。 

 それではだいぶ時間をオーバーしてしまいまして申し訳ございませんでしたが、本日の

議論の結果といたしまして、先ほどまとめたような形で第２回目をやらせていただくとい

うことで、時期がちょっと未定であるということではございますけれども、また同じよう

な形で、ウェブ上で皆様方のほうにご連絡をさせていただくことになろうかと思います。

また次回お忙しい中だとは思いますけれども、ぜひご参加いただければと思っております。 

 本日は本当に長い時間の議論に参加していただきまして、大変ありがとうございました。

心より御礼を申し上げます。これをもちまして、第１回のコンサルテーション会合を終了

させていただきたいと思います。ありがとうございました。 
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